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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定に基づ

き、平成３０年度包括外部監査結果に係る措置等の状況の通知があったので、同

条同項の規定により公表する。 
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番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

1 54 文化・スポーツ
公社

指摘 決算書における総合体育館指定管理業務委託料収益に係る法人会計への振替額の誤りについては適正に修正された
い。

平成31年3月、平成29年度決算に遡って誤謬
を訂正した。

左記のとおり措置済み

2 55 文化・スポーツ
公社

意見 会計区分別の予算実績差異分析、前年同期比較分析は慎重に実施するよう要望する。 平成31年4月決算業務マニュアルを作成し、平
成30年度決算より、決算書作成時に、予算額
び前年度同期比の比較を複数の者で確認する
等して行い、誤りが発生しないよう体制を整備し
た。

左記のとおり措置済み

3 55 文化・スポーツ
公社

意見 文化・スポーツ公社内部での表示チェックの実効性を確保するために、例えば日本公認会計士協会が公表している「非
営利法人委員会研究報告第23号 公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト（平成20年基準）」を基に、
文化・スポーツ公社における過去の誤りや既に認識されている要注意事項等の独自のチェックポイントを反映させた表
示チェックリストの作成・運用を検討するよう要望する。

平成31年4月、平成20年基準のチェックリストを
参考に、各計算書類の内容が合致していること
を確認するリストを用いるとともに、決算業務マ
ニュアルを作成し、平成31年4月より運用してい
る。

左記のとおり措置済み

4 55 文化・スポーツ
公社

意見 監事による会計監査の実効性を確保することにより、決算書の表示の誤りを適時に発見できる体制を構築するよう要望
する。

平成31年4月、新たに公益法人業務に知見を
有する監事を選任し、決算書の誤りを適時に発
見できるよう体制を整備した。

左記のとおり措置済み

5 57 生涯スポーツ課
文化課

意見 指定管理の費用負担上の役割分担が不明確な状況を改善するためにも、水道光熱費の適切な予算設定方法やそれ
に対応する予算執行後の精算制度の導入など、公の施設の管理運営の実態に合った水道光熱費の取扱いルールを
指定管理者と市所管課の間で合意することを要望する。

監査時点と同じ。 燃料費高騰に伴う電気・ガス使用料金
の上昇分を見込んで指定管理委託料の
上限額を設定していることに加え、人件
費・物価変動等社会情勢によるリスク、
需要変動を含めた資金調達リスクは指
定管理者が負うものと考えており基本協
定書にも明記していることから、役割分
担が不明確な状況であるとは捉えてい
ない。
また、利用料金制を導入し、ある程度収
入に関するインセンティブを設けている
以上、支出に関しての一定のリスクは指
定管理者が負うべきものと考えているこ
とから、精算制度の導入は検討していな
い。(生涯スポーツ課)

水道光熱費については、過去の利用実
績をもとに積算し指定管理委託料に計
上している。また、リスク分担の中で物価
変動に伴う経費の増加については指定
管理者が負うこととして指定管理者と市
所管課で合意しているものであるから、
現行の取り扱いを継続したいと考えてい
る。(文化課)

6 58 生涯スポーツ課 意見 修繕費に関しては予算の範囲内においては原則として指定管理者が実施することとし、指定管理者の財政的負担を勘
案して金額基準を設けるとしても30万円未満という基準金額の増額を検討するよう要望する。

監査時点と同じ。 基準金額に関しては募集要項で定めて
おり、指定管理者制度様式集で「施設の
修繕は基本的に市が負担するが、施設
の通常の仕様において発生する簡易な
修繕については指定管理者に行わせ
る。(中略)負担とする1件当たりの金額を
定めるに当たっては、過去の修繕の例か
ら妥当な金額を施設ごとに定めることに
なる」とあり、当時の修繕等の金額を鑑
み、また1者での少額随意契約とするこ
とが可能な30万円としており、増額は検
討していない。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

7 58 生涯スポーツ課 意見 予算策定時に想定しえなかった突発的な工事や緊急を要する工事等が発生したことによって修繕費が予算を超えるよ
うな場合には、市と協議の上、精算を行うという精算方式を導入することを検討するよう要望する。

監査時点と同じ。 突発的な工事や緊急を要する工事等は
現在の基準金額である30万円を超える
ことが多く、現在までの状況を鑑みても
大きく予算を超えることはないため、精算
方式の導入は検討していない。

8 60 文化・スポーツ
公社

意見 財産目録の使用目的等欄に、少なくとも公益事業目的保有財産か収益事業目的保有財産か若しくは管理運営財産か
は判別できるように区分して表示するよう要望する。
更に、施設別の表示についても検討するよう要望する。

平成30年度末における財産目録において、表
示可能なすべての預金について、事業ごと、施
設毎に表示した。

左記のとおり措置済み

9 62 文化・スポーツ
公社

指摘 リース料総額が300万円を超えるリース契約を締結した場合には、リース資産及びリース債務を貸借対照表に計上する
か否かを判定するために、契約内容の詳細な検討を行われたい。

平成31年4月より、貸借対照表にリース資産及
びリース債務を計上する必要があるファイナンス
リース契約であるかを判断するため、各リース契
約締結時には、企業会計基準等を参照して確
認し、契約内容について詳細に検討している。

左記のとおり措置済み

10 63 文化・スポーツ
公社

意見 会計を担当する職員は、外部のセミナーや研修プログラムへの参加や会計基準に関連する各種図書や解説記事の熟
読等により会計基準の知見の蓄積に努めるよう要望する。

公益法人の会計処理、税務実務等の外部研修
に会計担当職員が参加することとした。

令和元年８月に会計担当職員1名が研
修受講し、会計基準の知見の蓄積に努
めていく。

11 63 文化・スポーツ
公社

意見 監事による会計監査の実効性を確保することにより、リース契約のような会計基準の詳細な知見を要する会計処理につ
いても処理誤りを適時に発見できる体制を構築するよう要望する。

平成31年4月、新たに公益法人業務に知見を
有する監事を選任し、会計処理の誤りを適時に
発見できるよう体制を整備した。

左記のとおり措置済み

12 64 文化・スポーツ
公社

意見 貯蔵品の会計処理を使用時に費用処理することとし、未使用残高は貸借対照表に計上することに改めることで、財団の
財産の状況をより適正に表示することが可能となり、無駄な税務調整が不要となる。根拠資料はすでに作成されている
ため、当該会計処理に改めることに伴って追加的に発生する手間もない。よって、平成30年度決算より当該会計処理
に改めるよう要望する。

収益事業会計に係る貯蔵品については、法人
税等の額に影響があることから、税額計算の誤り
を防止する観点から一括費用処理の採用を取り
やめ、令和元年度決算より貸借対照表に計上
することとし、令和元年４月より、使用時に費用
処理している。

令和元年度決算より貸借対照表へ貯蔵
品の未使用残高を計上する。

13 66 文化・スポーツ
公社

指摘 年度末決算時において、得られる限りの情報を用いて6月の賞与支給額を合理的に見積り、年度末までに発生している
と認められる額（6月支給見積額×4か月/6か月）を賞与引当金として計上されたい。
また、賞与引当金の計上と併せて、賞与に係る社会保険料についても賞与引当金の金額に合理的な料率を乗じた金
額を未払費用等の科目で計上されたい。
更に、賞与引当金の会計基準は重要な会計方針として注記されたい。

令和元年度予算より賞与引当金及び係る法定
福利費を積算しており、決算時には費用として計
上する見込みである。

令和元年度決算における財務諸表にお
いて、賞与引当金の会計基準は、重要
な会計方針として財務諸表に注記する。

14 67 文化・スポーツ
公社

指摘 切り上げ処理が行われていた職員の退職給付引当金の計算については、平成30年度の決算より切り捨て処理に修正さ
れたい。
また、対象者が追加された場合に、誤って切り上げ処理が行われないよう、計算資料に、勤続期間の1年未満の端数は
切り捨て処理すべき旨を明記されたい。

平成30年度決算において切捨て処理へ修正
し、退職給付引当金の額の計算に修正分を反
映した。
また、平成31年4月、会計担当者の計算資料
へ切捨て処理すべき旨を明記した。

左記のとおり措置済み

15 68 文化・スポーツ
公社

指摘 過去のポイントの使用割合については顧客管理システムのデータを使用して容易に算定できるため、平成30年度決算
より引当金の計算にあたってはポイント残高に使用割合を乗じる方法で算定されたい。
また、例えば「当年度以前の3事業年度」のように使用割合の算定期間を文化・スポーツ公社の決算ルールとして定め
られたい。

平成30年度決算において、顧客管理システム
を導入した平成28年度以降の平均ポイント使用
割合に総ポイント残数を乗じた額をポイント引当
金として計上した。
また、使用割合の算定期間を3年としたが、令和
元年度以降の決算における算定期間の取扱に
ついては今後のポイント使用状況を考慮して決
定する予定。

左記のとおり措置済み

16 70 文化・スポーツ
公社

指摘 引当金の明細については、当期増加額と当期減少額は相殺せずに、それぞれ総額で記載されたい。 平成30年度決算における附属明細書では、相
殺せず当期増加額と当期減少額をそれぞれ総
額で記載するよう改めた。

左記のとおり措置済み



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

17 70 文化・スポーツ
公社

意見 監事による会計監査の実効性を確保することにより、附属明細書を含む計算書類等の表示の誤りを適時に発見できる
体制を構築するよう要望する。

平成31年4月、新たに公益法人業務に知見を
有する監事を選任し、附属明細書を含む計算
書類等の表示の誤りを適時に発見できるよう体
制を整備した。

左記のとおり措置済み

18 71 文化・スポーツ
公社

意見 役員報酬に限らず、職員も含めた人件費の従事割合については、実態に応じて適宜見直すよう要望する。なお、特定の
者の従事割合を検討する際には、当該者の勤務実態を反映させるべきであることは言うまでもないが、他の者の従事割
合との整合性にも留意する必要がある。

事業ごとの人件費割合について、勤務実態や他
職員の従事割合も考慮して見直しを行った結
果、令和元年度予算においては、理事長の役
員報酬は公益事業50％、法人会計50％とし
た。

左記のとおり措置済み

19 72 文化・スポーツ
公社

指摘 職員の人件費総額の配賦割合を固定するという実務は適切ではない。合計の配賦割合は個々の職員の人件費の配賦
割合を適切に設定した結果として算定されるものであり、職員の人件費の配賦割合については、個人別に年度ごとに見
直されたい。

各職員ごとの勤務実態に応じて各事業ごとの配
賦割合を見直しを行った結果、令和元年度予
算においては、総務係長の人件費配付割合は
公益事業90％、法人会計10％となった。
今後も、年度ごとに個人別に実態に応じて配賦
割合を見直していく。

左記のとおり措置済み

20 74 文化・スポーツ
公社

指摘 過年度の申告に誤りがあり、あるべき税額よりも過大に申告していたのであるから、まずは税務当局に対して更正の請求
を行われたい。
また、更正の請求が税務当局から認められず、過払い税金の還付が受けられなかった場合、税理士の業務である税務
申告書作成上のミスによって課税所得が過大に計算され、結果として文化・スポーツ公社は税金の過払いとなっている
ことから、税務書類作成を委任した税理士と補償を含めて対応について協議されたい。

平成30年2月更正の請求及び修正申告を実施
した結果、追加の納税及び還付が生じた。
平成31年2月顧問税理士と追加納税分の取扱
について協議し、同額の補填を受けることとなっ
ている。

左記のとおり措置済み

21 75 文化・スポーツ
公社

意見 他の委託契約と同様に税理士との顧問契約についても、年度ごとにサービス品質の評価を行い、契約の継続可否や報
酬の妥当性について検証するよう要望する。
なお、先に述べたとおり、現在の顧問税理士は公益法人会計に精通していれば起こり得ないようなミスによって、課税所
得を過大に計算し、文化・スポーツ公社に法人税等を過大に納付させていたのであるから、少なくとも現在の契約を全く
同じ条件で次年度も更新するという選択肢は妥当ではないと考える。

税理士との顧問契約について、契約の継続可
否や報酬の妥当性について平成31年3月税理
士との協議を踏まえて検討した結果、妥当な報
酬額により次年度以降適切な税務処理がなさ
れるとの結論に至ったため、当該税理士と業務
の範囲と報酬額を変更の上再度契約を行った。
なお、記帳代行及び決算書類の作成について
は、実態に合わせて業務の範囲から除外した。

当該顧問契約における、サービス品質
の評価の方法については今後検討して
いく。

22 77 文化・スポーツ
公社

指摘 監事に対して相応の監査報酬を支給できるように役員報酬規程を改正されたい。 平成31年4月役員報酬規程のうち監事報酬に
係る部分を、監査業務実施に対して適切な報
酬が支払われるよう一部を改正した。

左記のとおり措置済み

23 77 文化・スポーツ
公社

指摘 現在の日本の制度的にも、また、実態としても会計監査の専門家は公認会計士をおいてほかにないため、公認会計士
を文化・スポーツ公社の監事として選任することを検討されたい。
ただし、公認会計士については会計監査に対する一定水準の知見が制度的に担保されているものの、実際に検討する
際には公認会計士協会等からの斡旋を受けるにあたり、特に公益法人会計に精通しているか等の条件に照らして文化・
スポーツ公社として適格と考える人材を吟味されたい。

新たに、他の公益財団法人の業務執行理事経
験者であり、公益法人業務の実務経験を持ち、
法人の会計処理や事業実施に知見を有する監
事を選任した。

左記のとおり措置済み

24 78 生涯スポーツ課
職員課

意見 市会計管理者が現在、文化・スポーツ公社の監事に就任していることについては、地方公務員法上の職務専念義務と
の法的な関係に疑念を生じさせるような運用に対して適切な対応を行うよう要望する。
その対応に際しては、会計管理者が有する会計検査権の専門知識及びノウハウが、公益法人の監事の2つの機能のう
ち、会計監査の機能の専門性（発生主義会計及び公益法人会計制度等に係る専門性）に十分に適合するのかどうかに
ついても検討することを要望する。

公益法人の監事への就任については、公務とし
て認識していたところだが、その職責の重さや高
度な識見を要することを踏まえ、引き続き市会
計管理者を推薦することは困難であるとの認識
に至ったところである。なお、団体からの推薦依
頼もなかったため、平成31年4月より就任してい
ない。（職員課）

平成31年4月19日より、市会計管理者でない者
が監事に就任している。（生涯スポーツ課）

左記のとおり措置済み。（職員課）

左記のとおり措置済み。（生涯スポーツ
課）



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

25 79 文化・スポーツ
公社

意見 外部委託先の業務評価の仕組みを構築するために、評価様式やマニュアルを整備するよう要望する。
なお、様式やマニュアルの整備にあたっては、市で使用している指定管理者のモニタリングシートや指定管理者の評価
マニュアルを参考に、委託業務の内容に応じて評価項目をカスタマイズすることが効果的・効率的であると考えられる。
基本的には、事業者が委託業務において遵守すべき事項については、業務委託の仕様書に凝縮されているとも考えら
れるため、具体的な評価項目を検討する際には、仕様書の記載内容（事業者への指示内容等）を基にすることが適当
であると考えられる。

継続的に業務が行われ評価が可能な業務であ
る、総合体育館受付及び運営事務補助委託業
務、総合体育館清掃業務、総合体育館建築設
備管理委託業務について定期的な評価の実施
を予定することとし、現在、仕様書を基にした評
価項目の作成を進めている。

仕様書を基にした評価項目は令和元年
中に完成させる予定であり、令和2年3月
より評価を実施する見込みである。

26 80 文化・スポーツ
公社

意見 文化・スポーツ公社の各施設における自主事業について、事業の効果の測定に関連する客観的なデータを収集し、そ
れに基づいて企画を立案し、業務を実施することを要望する。

自主事業の企画立案は現指定管理期間を通じ
た事業計画書に基づき行っているが、各事業の
効果の測定については、顧客管理システムにお
ける利用状況の統計や事業毎に実施するアン
ケートの分析等の方法によりデータを収集し、事
業計画書の項目に対応したモニタリングシートを
作成することにより評価を行っている。
各事業内容については、当該モニタリングシート
の評価結果等を活用し、改善を行っていく。

左記のとおり措置済み

27 82 文化・スポーツ
公社

（総合体育館）

意見 現金及び物品の出納保管や関係機関との連絡調整といった日常的に発生する業務については、本来の承認者以外に
代理の承認者を設定するよう要望する。
また、本来の承認者が不在の場合には、代理の承認者が承認した証跡を残した上で、後日、本来の承認者が追認の証
跡を残すという実務を運用するよう要望する。

令和元年年７月より、総務課長の不在の場合に
は、総務係長が確認して印紙等の払出簿に証
跡を残した（押印した）上で、事後総務課長の確
認を得る運用とした。

左記のとおり措置済み

28 82 文化・スポーツ
公社

（総合体育館）

意見 日中の施設内警備についても専門業者への業務委託の要否を検討するよう要望する。
検討の結果、専門業者への委託をしないこととした場合には、総合体育館の職員が施設の警備・巡回業務を行う必要
があるが、その際にはまず、業務分担があいまいにならないよう、施設の警備・巡回業務を正式な業務として担当者に割
り当てるよう要望する。
そして、警備・巡回業務担当者は、警備・巡回業務について専門業者によるコンサルティングや研修受講等により知見
を得ることに努めるよう要望する。
また、得られた知見をマニュアル化し、適宜更新することで、組織として警備の知見を蓄積し、防犯効果の向上に努める
よう要望する。

日中の施設内警備については、費用対効果の
点から合理的でないとの理由から専門業者への
委託を行わないこととした。
毎日の巡回について午前中は法人職員（原則
総務課及び施設管理課職員）が行い、午後は
受付従事者（再委託先従事者）が行う。巡回に
あたる時間は毎日の業務日報に明記してありマ
ニュアル化されている。研修の内容をどのように
マニュアルに反映させるかは研修の内容を踏ま
えて決定する。

全職員を対象に、専門的な知見が得ら
れるよう令和元年12月頃に研修実施を
予定している。

29 83 文化・スポーツ
公社（総合体育

館）

指摘 外部業者に委託している総合体育館設備の運転・管理・監視業務について、現在登録されている従事者については、
職歴・経歴書及び資格を証明するものの写しを早急に徴求されたい。
今後は、従事登録に当たって従事者の有する知識・経験・技術の水準を確認できるよう、従事登録届出書に職務経歴
や資格等を記載する欄を追加されたい。
また、定期的に業務日報の勤務者記録と従事者登録データベースを照合し、無登録で従事している者がいないか確認
されたい。

平成30年12月に資格証明書類の写しを徴収
し、仕様書に定める有資格者が配置されている
ことを確認した。また、従事者登録届出書につい
ては、平成31年4月より職務経歴や資格等を記
載する欄を設けた様式へ変更し、従事者の有す
る知識・経験・技術水準が把握できる状態となっ
ている。
従事者の変更がある度毎に、定期的に業務日
報の勤務者記録と従事者登録データベースの
照合を行い、無登録となっている従事者がいな
いか確認している。

左記のとおり措置済み

30 84 文化・スポーツ
公社（総合体育

館）

意見 指定管理者としては、市所有の備品について定期的に実地棚卸を行い、実地棚卸結果の報告をするよう要望する。
なお、実地棚卸結果の報告においては、単に存在するかしないかの報告にとどまらず、備品の態様についての情報も棚
卸結果の報告書に記載した上で、故障や陳腐化等により事実上使用できないものがあった場合には、取り替えるべき
か、廃棄すべきか等、指定管理者としてどうすべきと考えているかという提案型の報告をするよう要望する。

令和元年度中に市所有備品の棚卸の実施を予
定しており、施設管理課の重点課題として取り組
む。

令和元年度中に棚卸を実施し、市所管
課へ結果を報告する。また、報告にあ
たっては、備品の態様についても含め、
その管理方法について提案する。
来年度以降は、少なくとも指定管理期間
に１回（頻度）の報告を行っていく予定で
ある。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

31 84 生涯スポーツ課
（総合体育館）

意見 市所管課としては指定管理者に対して実地棚卸の実施と、提案型の棚卸結果報告を要求するべきであり、物品リストを
ベースにして必要に応じて備品の態様等の付加的な情報を記載する欄を設けた所定の報告様式を作成するよう要望
する。

平成３１年４月、指定管理者に対して令和元年
度内に棚卸を実施し、その結果を報告するよう
依頼した。また、報告の際には備品の態様等を
記載する欄を設けた報告洋式にて行うよう併せ
て依頼している。

令和元年度中に、備品の態様等の情報
が付加された棚卸結果の報告について
確認を行う。

32 85 生涯スポーツ課
（総合体育館）

指摘 占用ではないとしても一部のスペースを法人本部業務のために使用していることは確かであるため、行政財産使用許可
申請を指定管理者に徴求されたい。
また、現状では法人本部のスペースとしての使用料を免除しているが、使用料の免除申請を指定管理者に徴求の上、
使用料免除の可否を改めて検討されたい。

指定管理者より平成３１年１月２９日付で行政財
産使用許可申請書及び行政財産使用料減免
申請書の提出を受け、平成３１年４月１日付行
政財産使用許可を行った。
使用料については、使用の実態に即して検討し
た結果、行政財産使用料条例第４条及び公有
財産規則第２４条第１項第４号に該当することと
して、免除した。

左記のとおり措置済み。

33 86 生涯スポーツ課
（総合体育館）

意見 市所管課として天井等の地震に対する安全性を確保する必要があるとの認識があり、基本設計もしくは実施設計まで
行っているのであるから、年度を明らかにした特定天井改修計画を立てることを要望する。
また、現在依拠している簡易的な評価では、特定天井の改修を先延ばしすることの根拠としては脆弱であると考えられる
ことから、非破壊検査等のより詳細な調査を実施し、当面の間改修工事を実施しなくても耐震性・安全性に問題がない
ということの確証を得るよう要望する。

改修計画については現在個別施設計画及び総
合計画基本計画にて検討している。

今後も改修計画については個別施設計
画及び総合計画基本計画にて検討して
いく。
市としては、平成20年国土交通省告示
第282号「建築物の定期調査報告にお
ける調査及び定期点検における点検の
項目、方法並びに結果の判定基準並び
に調査結果表を定める件」により、特定
天井の天井材の劣化及び損傷の状況に
ついては必要に応じて双眼鏡等を使用
し目視により確認するとあることから、現
在の根拠が脆弱であるとは考えていな
い。

34 87 文化・スポーツ
公社（武道セン

ター）

意見 売上金を金庫に収納した後には出し入れしないことをルール化することを要望する。
そして、例えば警備会社等による入金機を使用した売上金回収サービスを導入する等、物理的に売上金を後から容易
に出し入れできない仕組みの構築を検討するよう要望する。

売上金については、日毎に分けて別個に金庫内
に保管し、後から出し入れができないような取扱
に変更する。

令和元年9月中売上金の保管のルール
をマニュアルに定め、運用を開始する。

35 87 文化・スポーツ
公社（武道セン

ター）

意見 指定管理者としては、市所有の備品について定期的に実地棚卸を行い、実地棚卸結果の報告をするよう要望する。
なお、実地棚卸結果の報告においては、単に存在するかしないかの報告にとどまらず、備品の態様についての情報も棚
卸結果の報告書に記載した上で、故障や陳腐化等により事実上使用できないものがあった場合には、取り替えるべき
か、廃棄すべきか等、指定管理者としてどうすべきと考えているかという提案型の報告をするよう要望する。

令和元年度中に市所有備品の棚卸の実施を予
定しており、施設管理課の重点課題として取り組
む。

令和元年度中に棚卸を実施し、市所管
課へ結果を報告する。また、報告にあ
たっては、備品の態様についても含め、
その管理方法について提案する。
今後は、年度に１回の報告を行っていく
予定である。

36 87 生涯スポーツ課
（武道センター）

意見 市所管課としては指定管理者に対して実地棚卸の実施と、提案型の棚卸結果報告を要求するべきであり、物品リストを
ベースにして必要に応じて備品の態様等の付加的な情報を記載する欄を設けた所定の報告様式を作成するよう要望
する。

平成３１年４月、指定管理者に対して令和元年
度内に棚卸を実施し、その結果を報告するよう
依頼した。また、報告の際には備品の態様等を
記載する欄を設けた報告洋式にて行うよう併せ
て依頼している。

令和元年度中に、備品の態様等の情報
が付加された棚卸結果の報告について
確認を行う。

37 88 生涯スポーツ課
（武道センター）

意見 市所管課として天井等の地震に対する安全性を確保する必要があるとの認識があり、基本設計もしくは実施設計まで
行っているのであるから、年度を明らかにした特定天井改修計画を立てることを要望する。

現在個別施設計画及び総合計画基本計画にて
検討している。

検討した計画に沿って改修を進めてい
く。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

38 88 生涯スポーツ課
（武道センター）

意見 現在依拠している簡易的な評価では、特定天井の改修を先延ばしすることの根拠としては脆弱であると考えられることか
ら、非破壊検査等のより詳細な調査を実施し、当面の間改修工事を実施しなくても耐震性・安全性に問題がないという
ことの確証を得るよう要望する。

監査時点と同じ。 市としては、平成20年国土交通省告示
第282号「建築物の定期調査報告にお
ける調査及び定期点検における点検の
項目、方法並びに結果の判定基準並び
に調査結果表を定める件」により、特定
天井の天井材の劣化及び損傷の状況に
ついては必要に応じて双眼鏡等を使用
し目視により確認するとあることから、現
在の根拠が脆弱であるとは考えていな
い。

39 89 文化・スポーツ
公社（茶華道セ

ンター）

指摘 茶華道センターの自主事業において、実現できない収支計画が策定されていたことについて、実効性のある予算統制の
前提として、実現可能性の高い収入計画をもとに年度予算を策定されたい。

平成３１年１月頃行った平成31年度の予算策
定において、各事業の実施計画を見直し、収入
額を各教室の実際の募集人数にする等してより
実態に近い収入計画を策定した。今後も、収支
計画を策定する際には、各事業の実施計画及
び実績を再度確認し、実現可能性の高い収支
計画となるよう努めていく。

左記のとおり措置済み。

40 91 文化・スポーツ
公社（茶華道セ

ンター）

意見 茶華道センターの教室事業について、途中で離脱した受講生については、その理由を把握した上で、やむを得ず受講で
きない事情が生じた場合には受講料を返還することを検討するよう要望する。

監査時点と同じ 受講料については、全回参加を前提に
必要最低限な金額を算定しており、一概
に受講料を返還できるものではないと考
えている。
しかしながら、意見のとおり受講料の返
還は利用者サービス向上につながる可
能性があるため、近隣施設や現在船橋
市文化・スポーツ公社が管理運営してい
る３施設の状況から返還の基準等につ
いて検討を行っていく。

41 92 文化・スポーツ
公社（市民ギャ

ラリー）

意見 指定管理者としては、美術品の展示スペースにふさわしい美観を確保することを優先すべきであり、カーペットの汚れが
発生した場合には、放置しておくのではなく、日常の清掃で対応できないと判明した場合には即座に特殊清掃や修繕等
の対応を検討し、実行するよう要望する。指定管理者としては施設の魅力を高める努力が必須であり、利用者にどのよう
な印象を与えるかという点については常に強く意識する必要がある。

指摘箇所については、平成30年12月末にカー
ペットを交換し、対応済でである。また、平成31
年4月28日、第１展示室のカーペット全体を交
換したほか、施設として美観を確保できるよう努
めていく。

左記のとおり措置済み。

42 110 公園協会 意見 勤怠管理システムでの電子打刻自体は問題なく行われていることから、新旧の業務フローを並行して運用することの費
用負担を削減するためにも、テスト運用による検討課題の抽出と対応に対してより一層のスピード感を持って進め、一刻
も早く勤怠管理システムを導入できるように対応することを要望する。

平成31年4月分から総務課及び公園管理セン
ターはタイムカードを廃止し、勤怠管理システム
に移行した。

令和2年度に未導入施設に係る設備等
を予算措置し、テスト運用開始を予定し
ている。令和3年度にはタイムカードを廃
止し、勤怠管理システムに移行する予
定であるが、設備に係る予算の優先的
な確保を行う等して、なるべく早期に移
行できるよう工夫していく。

43 111 公園協会 指摘 招待券という現金に相当する財貨を配付することについては、公平性を担保した一定の配付基準が必要と考えられるこ
とから、相手先や目的に応じた配付基準を新たに設け、この基準にない配付を行う場合についてのみ、公園協会事務決
裁規程別表第2個別専決事項「1総務課に関する事項　(32)広告宣伝の企画及び制作」に準じるものとして、少なくとも
決裁責任者である事務局長が最終的に意思決定を行い、これらの適正な手続を踏まえて招待券を配付されたい。

招待券の配布目的等について明確にするため、
「招待券等の配布及び管理に関する基準」を整
備し、平成３１年４月より同基準に基づいて招待
券を配布している。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

44 112 公園協会 意見 現在の物品管理簿では、招待券配付の目的や配付先からの依頼の有無等が不明瞭であるため、あるべき物品管理簿
の様式に関して、配付先の名称、招待券の番号、配付の目的、文書依頼の有無欄等を設けた様式へ変更することを要
望する。

平成３１年４月より「招待券等の配布及び管理に
関する基準」に基づき、招待券を配布する際に
は、配布先の名称、招待券の番号、配布の目
的、文書依頼の有無欄等を設けた受払簿へ記
載しており、配布の状況が明確となるよう対応し
ている。

左記のとおり措置済み。

45 113 公園協会 指摘 今後は、報酬を支払っている相手先に対しては、特段の事由がある場合を除き、謝礼として招待券を配付することは廃
止されたい。
また、現金にて謝金を支払う場合には、公園協会会計規程第36条第1項及び第2項の規定により、課長等が資金前渡
請求書により行い、会計事務責任者の決裁を受けなければならないとされていることから、謝礼としての意味合いを含ん
で招待券を配付する場合には、現金にて謝金を支払う場合に準じて、決裁責任者の最終的な意思決定を行った上で
配付されたい。

報酬を支払っている相手先に対して、謝礼として
招待券を配布することは行わないこととして平成
31年3月期全体会議で職員へも周知し、平成
31年4月以降配布は行っていない。
また、「招待券等の配布及び管理に関する基
準」を整備し、平成３１年４月より謝礼として招待
券を配布する場合には事務局長の決裁を得るこ
ととしている。

左記のとおり措置済み。

46 114 公園協会 指摘 入園券等は、物品の管理に準じ、物品管理簿に入園券の種類毎の現在高や増減数等を適時・適切に記録することによ
り増減及び在庫の状況等を把握し、効率的な使用及び適切な管理を行う必要があることから、物品管理簿への記載に
ついては、受け払いの都度、適時・適切に記帳されたい。

入園券等の物品管理簿への記載方法につい
て、平成30年10月より受払の都度記帳すること
として、職員にも説明・指導する等して周知した。
現在は、受払の都度、記帳し、総務課長が確認
を行っている。

左記のとおり措置済み。

47 115 公園協会 意見 招待券の不正使用を防止しその効果を検証するためにも、招待券を協賛品として無料で提供した場合には、協賛品とし
ての提供の事実を確認することを要望する。

平成31年4月より、依頼先より招待券の提供を
記したポスターやチラシ、広告物等の提出を求
め、配布の事実を確認している。

左記のとおり措置済み。

48 115 公園協会 意見 広告宣伝等の広域的ＰＲを目的として招待券を配付することの目的は、潜在的有料入園者数を開拓することにある。招
待券の配付先を広げると同時に、入園率の高い配付先に対しては招待券の配付枚数を徐々に少なくすることで、新規
有料入園者の開拓と無料入園者の有償化を同時に達成することが可能であることから、市関係部局や協会役員等へ
招待券を配付する場合にも利用状況を調査する等、招待券配付の効果を検証することを要望する。

市関係部局や協会役員等への招待券配布につ
いて、利用状況調査及びその効果を検証する
方法について検討した結果、配布先に応じ、招
待券を区分することが困難であること等から利用
状況調査の実施等の効果の検証を行うことが難
しいとの結論に至った。
現状では、新規利用者へ招待券の配布をする
よう依頼することで、新規の有料入園者数の開
拓について、一定の効果があると考え、令和元
年5月より、市関係部局や協会役員等への招待
券配布の際には、利用したことのない人に配布
するよう依頼している。

左記のとおり措置済み。

49 117 公園協会 意見 民間企業等に対する働きかけを積極的に行うことで経理的基礎の充実を図る余地があり、例えば、バナー広告や入園
券の裏面を利用した広告の掲載による広告掲載料収入は、アンデルセン公園運営事業を実施するための財源として、
市民サービスの向上のために活用できるものと考えられることから、広告掲載料収入等を積極的に募集する取り組みを
要望する。

現在、ホームページ内のバナー広告の募集に向
け、船橋市の他外郭団体及び同種の他団体へ
実施状況について聞き取り調査を行っている。
なお、アンデルセン公園入園券の裏面を利用
し、広告枠を確保することについては、入園券裏
面に注意事項を記載しており、広告を掲載する
スペースの確保が難しいことから、難しいと考え
ている。

ホームページ内のバナー広告について
は、令和２年度の実施を目指し検討を
進めている。

50 119 公園協会 指摘 船橋市内には旅行業務取扱管理者を有する業者は他にも複数存在することから、委託業務の主な内容が日本国への
移動に係る航空券及び国内宿泊施設の手配業務のように、随意契約の方法により契約を締結することができる場合に
該当しない場合には、原則として、指名競争入札により契約を締結されたい。

平成３１年４月以降の執行に当たり、原則として
指名競争入札により契約を締結するよう改め
た。

左記のとおり措置済み。
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51 119 公園協会 指摘 船橋市内には旅行業務取扱管理者を有する業者は他にも複数存在することから、随意契約の方法により契約を締結す
る場合においても、競争性により、より有利な契約を締結できる可能性があることから、当該者以外の業者についても契
約の相手方とすることを視野に入れて、2以上の者から見積書を徴取されたい。

平成３１年３月以降の執行に当たり、随意契約
の方法により契約を締結する場合、公園協会会
計規程に基づき、予定価格50万円未満のもの
又は業務内容上2者以上からの見積もりを徴取
することができない場合を除き、２者以上の者か
ら見積書を徴取するよう改めた。

左記のとおり措置済み。

52 120 公園協会 指摘 公園協会として経済性や効率性を伴った執行を確保するためにも、事前に委託業者から参考見積を徴取してそれをそ
のまま予定価格とするのではなく、その参考見積りを批判的に分析・評価することにより、種目別・細目別に積算された
設計書を独自に作成されたい。
なお、積算方式での設計書の作成が困難と認められる場合には、複数の業者からの見積書の徴取、過去の同一役務
等の調達実績、市場価格、他の団体における契約金額等を考慮する等、見積りや取引実例との比較を行い、より適正
な予定価格の設定に努められたい。

平成31年3月より仕様書や旅程を具体化し、季
節に応じた旅客費用の市場価格や為替等を参
考に独自に設計書を作成したうえで、参考見積
を徴取しその妥当性を検証し、取引実例等との
比較を行い、適正な予定価格を設定する方法
へと改めた。

左記のとおり措置済み。

53 120 公園協会 意見 適正な予定価格の設定のためには、設計書で積算された設計書金額を予定価格とするのではなく、取引の実例価格、
需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮した一定のルールを内規として定めることを要望
する。

会計規程56条の規定に基づき、契約の目的と
なる役務に係る適正実例価格、履行の難易・期
間等を考慮した合理性のある予定価格を設定
するための、一定のルールを内規として定めるこ
とが実務上可能であるか、検討している。

今後更に情報収集や検討を進め、予定
価格の設定のためのルールの策定が可
能であるか検討していく。

54 122 公園協会 意見 現在、長期継続契約におけるモニタリングは、受託側から提出される業務完了報告に基づいて行っているが、定性的な
情報を用いて評価を行った場合は、担当者の主観による印象が強く透明性を保つことができない。公園協会では、小人
数の人員体制で運営業務を行っているため、組織機構に応じた効率的・効果的な評価体制とすることを加味し、客観的
な評価基準である定量的な評価項目（ＫＰＩ（重要な成果指標））を定め、継続して運用することを要望する。

長期継続契約における、定量的な評価項目を
定め、業務の質が向上するように継続的に運用
していくことが可能かどうかを他法人等の実例を
参考とする等して検討している。

今後は更に他の実施例を参考とするな
どし、定量的な評価項目の継続的な運
用を検討していく。

55 122 公園協会 意見 アンデルセン公園及び子ども美術館で締結されている長期継続契約の契約期間は、平成28年4月1日から3年間であ
る。アンデルセン公園における指定管理業務の指定管理期間は、平成28年4月1日から平成38年3月31日までの10年
とされていることから、例えば、長期継続契約の最長期間である5 年間の複数年契約とする等、指定期間と見合った委
託期間での複数年契約へと切り替えることを要望する。

アンデルセン公園における長期継続契約の契約
期間について検討した結果、単年度契約と比べ
契約額が有利であると認められる場合は指定管
理期間の範囲内で、会計規程に定める最長の５
年間の契約期間とすることとなった。

次回契約更新年度である令和４年度に
は、単年度契約と比べ契約額が有利で
あると認められる場合は、指定管理期間
の範囲内で締結できる最大の4年間の
長期継続契約を締結していく。

56 124 公園協会 指摘 賞与引当金は、支給見込額を基に算定されるため、決算時において、過去の賞与の支給実績、法人業績の状況、翌
事業年度の給与のベースアップ等、得られる限りの情報を用いて翌6月の賞与の支給見込額を合理的に見積り、そのう
ち、当事業年度に帰属する額（6月支給見積額×4か月/6か月）を賞与引当金として計上されたい。
また、賞与引当金の計上と併せて、賞与に係る社会保険料についても賞与引当金の金額に合理的な料率を乗じた金
額を未払費用として計上されたい。
更に、賞与引当金の会計基準は、重要な会計方針として財務諸表に注記されたい。

令和元年度予算より賞与引当金(当年度12/2
から3/31までの勤務費用分)及び係る法定福
利費を予算化しており、決算時には費用として計
上する見込みである。

令和元年度決算における財務諸表にお
いて、賞与引当金の会計基準は、重要
な会計方針として財務諸表に注記する。

57 126 公園協会 意見 財政調整積立金は、災害や自然環境の激変等により経営事情が著しく悪化し、その財源が不足する場合において、当
該不足額を補うための財源に充てる時に該当する場合に限り、その全部又は一部を取り崩すことができるものである。公
園協会においては、財政事情に急激な変動が生じた場合における財政安定化に要する資金を確保することを目的とし
た財政安定化積立金に関する規程を整備し、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて、特定費用準備資金の計上
を検討することを要望する。

監査人の意見のとおり、有事に備え特定費用準
備資金としての財政調整積立金の計上が可能
かどうか、内閣府主催の相談会に出席し、情報
収集するとともに検討した。

特定費用準備資金としての財政調整積
立金の計上ついて情報収集した結果、
一定の要件(期間、合理的な理由、目的
等)をクリアにする必要があること、また、
(公財)公益法人協会が計上した赤字補
てんのための財政基盤安定化基金が内
閣府より法律に基づく適正性に欠けると
の指導を受けた例もあることから、現時
点での実施は難しいと考えている。今後
は国等の指針や指導状況について注視
していく。
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58 127 公園協会 意見 財産目録の使用目的等欄に、少なくとも公益事業目的保有財産か収益事業目的保有財産か若しくは管理運営財産か
は判別できるように区分して表示するよう要望する。
更に、施設別の表示についても検討するよう要望する。

平成30年度末における財産目録において、現
金及び預金について、その使用目的を公益目
的、収益事業等及び管理運営に区分して表示
するよう改めた。

左記のとおり措置済み。

59 128 公園緑地課
職員課

意見 市会計管理者が現在、公園協会の監事に就任していることについては、地方公務員法上の職務専念義務との法的な
関係に疑念を生じさせるような運用に対して適切な対応を行うよう要望する。
その対応に際しては、会計管理者が有する会計検査権の専門知識及びノウハウが、公益法人の監事の2つの機能のう
ち、会計監査の機能の専門性（発生主義会計及び公益法人会計制度等に係る専門性）に十分に適合するのかどうかに
ついても検討することを要望する。

法人と協議した結果、平成31年4月より会計管
理者は監事に就任していない。（公園緑地課）
公益法人の監事への就任については、公務とし
て認識していたところだが、その職責の重さや高
度な識見を要することを踏まえ、引き続き市会
計管理者を推薦することは困難であるとの認識
に至ったところである。なお、団体からの推薦依
頼もなかったため、平成31年4月より就任してい
ない。（職員課）

左記のとおり措置済み。

60 131 公園協会（アン
デルセン公園）

指摘 アンデルセン公園においては、棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法によっており、実地棚卸で集計
された金額を決算手続きとして棚卸資産（商品）に計上している。平成28年度の決算手続きにおいては、デンマークグッ
ズ174万円を棚卸資産（商品）に二重に計上することにより、同額だけ資産の過大計上、費用の過少計上となっている。
決算手続きにおいては、会計責任者による計算と評価が適切に行われ、更には適切な権限者による承認が必要である
ことから、決算・財務報告プロセスに係るチェックリストを作成し、正確な決算報告を作成されたい。

棚卸資産(商品)に係る期末時の会計処理につ
いては、各施設の棚卸残高表を集計した数値を
もって残高とする会計処理をしていたが、正確な
決算報告とするために、平成30年度決算より、
三分法による期首残高商品を費用化し、期末
商品残高の費用控除化の仕訳に対して会計責
任者への確認を徹底するための財務報告プロセ
スチェックリストを作成し、期末商品に係る会計
処理を実施している。

左記のとおり措置済み。

61 131 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 棚卸資産に関する管理規程を整備し、グッズショップの棚卸資産を中心に、現品の受払業務が管理規程に基づいて適
正に行われ、在庫の実在性・網羅性が帳簿棚卸・実地棚卸の両面から行われることを要望する。

棚卸資産(商品)の現品の受払業務は、従来より
納品書等により受払の管理を行っているが、棚
卸資産に関する管理要綱を令和元年度内に整
備し、同要綱に基づいて適正に棚卸資産(商品)
の管理を行うよう検討している。

令和2年度から棚卸資産に関する管理
要綱に基づき管理を徹底する。

62 131 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 棚卸資産の中には、傷・汚れ等の品質低下が伴う物理的な劣化等が原因で資産の収益性が低下し、取得原価に比べ
て事業年度末の時価が低下しているものが存在している可能性がある。平成20年会計基準においては、棚卸資産の時
価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とされていることから、棚卸資産の年齢調べ（滞
留状況調）による方法を導入し、長期在庫のリストアップを行ってその対策を講じるとともに、評価方法の基準を整備する
ことを要望する。

令和２年４月を目途に、在庫管理台帳（納品書
管理）を整備するとともに、棚卸資産の評価基
準を整備することを検討している。

令和２年４月を目途に、在庫管理台帳
や棚卸資産の長期在庫棚卸資産の評
価基準に基づく商品管理を行うことを検
討する。
また、評価の結果をもとに、値下げ、セッ
ト販売を実施する等し、棚卸資産が長期
在庫にならないよう努めていく。

63 133 公園協会（アン
デルセン公園）

指摘 法人税法上は、購入した棚卸資産の取得価額には、購入代価（本体価格）のほか、これを販売の用に供するために直
接要した全ての費用の額が含まれることから、棚卸資産を購入する際に発生した購入手数料や関税等の付随費用は、
金額の大小に関係なく、棚卸資産の取得価額に含めるよう会計処理を改められたい。

平成３１年４月より棚卸資産を購入する際に発
生した購入手数料や関税等の付随費用は、棚
卸資産の取得価額に含めるよう改めた。

左記のとおり措置済み。

64 134 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 デンマークグッズの購入に際しては、納品書の通貨単位であるデンマーククローネ（ＤＫＫ）に為替換算レートを乗じて支払
うことは当然であるが、デンマーク国内で販売されているグッズを購入した際の領収書と納品書を突合する等、納品書に
記載された単価と数量の適正性について、網羅的に検証することを要望する。

デンマークグッズの購入に際して、納品価格の
適正性の検証方法について検討している。

令和2年4月を目途にデンマーク国内で
販売されているグッズを購入した際の領
収書を添付させる等行い納品価格の検
証が可能となるよう、委託先と調整を
図っていく。
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65 134 公園協会（アン
デルセン公園）

指摘 デンマークグッズの購入委託契約に係る物品購入手数料のような特殊な業務の積算方法について、具体的に定めた会
計法令は存在せず、統一的な積算基準や作成方法を定めることは困難な一面がある。しかし、公園協会として経済性
や効率性を伴った予算執行を確保するためにも、事前に委託業者から参考見積もりを徴取するだけでなく、種目別・細
目別に積算された設計書を独自に作成する等、受託者から提示された物品購入手数料の合理性について検証された
い。

デンマークからの仕入商品購入に係る諸経費
(手数料)については、公園協会設計積算方針に
基づき設定しているが、仕入先となる国の物価、
為替、人件費、諸費用等を考慮した合理的な
購入手数料の算出が可能かどうか検討してい
る。

令和2年4月を目途に合理的な購入手
数料に基づき、委託先と現契約の見直
しも含め協議していく。

66 135 公園協会（アン
デルセン公園）

指摘 公園協会として経済性や効率性を伴った執行を確保するためにも、事前に委託業者から参考見積を徴取してそれをそ
のまま予定価格とするのではなく、複数の業者からの見積書の徴取、過去の同一役務等の調達実績、市場価格、他の
団体における契約金額等を考慮してその参考見積りを批判的に分析・評価することにより、より適正な予定価格の設定
に努められたい。

平成３１年４月以降、同業務を実施する際、可
能である限り複数の業者から見積を徴取し、適
正な予定価格を設定できるよう、見積額の妥当
性について過去の実績、市場価格等をもとに分
析・評価するよう改めた。

左記のとおり措置済み。

67 135 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 出店者誘致活動に際しては、固定的な経費が発生する他、誘致店舗数に応じた変動的な経費が発生すると考えられ
るため、誘致店舗数に応じた成果報酬を導入する等、契約の内容と履行の難度を考慮した予定価格を定めることを要
望する。

平成３１年４月以降、同業務を実施する際に
は、誘致店舗数に応じた成果報酬を導入する等
契約の内容と履行の難度を考慮した予定価格
を定めるものとし、誘致の難易度と計画店舗数
に応じ変動する成果の比例報酬について検討
する体制を整備した。

左記のとおり措置済み。

68 136 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 決済手段としては、クレジットカード等でキャッシュレス決済をする頻度は増加傾向にあり、若い年代ほどキャッシュレス決
済をする頻度が増加していることから、グッズショップにおいても、クレジットカードや電子マネー等のキャッシュレス決済手
段を導入し、決済の利便性・効率性の向上に対応することを要望する。

グッズショップにおいて、令和元年１０月よりクレ
ジットカード決済導入を実施する。その他電子マ
ネー決済の導入については、今後検討していく。

左記のとおり措置済み。

69 138 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 事業の効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用したＥＢＰＭの推進は、事業の有効性を高め、市
民や利用者の信頼確保に資するものである。アトリエプログラムは、一つ一つの事業予算が少額であり、基本的に月替わ
りでプログラムを変更していることから、作業時間や職員の負担等の費用対効果の面を考慮した上で、ＥＢＰＭを参考にし
た業務を実施することを要望する。

従来よりプログラムの企画立案には、過去10年
間の「アトリエプログラム別利用者数一覧」の実
態データを充分に活用した検証を行っている。ま
た、毎月開催しているアトリエスタッフ全体会議に
て、お客様の視点に立った、アンケート集計や各
月のアトリエ実績報告・次月予定書を基に、問題
点や課題を分析し、改善したプログラムを実施し
ている。

左記のとおり措置済み。

70 139 公園協会（アン
デルセン公園）

指摘 招待券という現金に相当する財貨を配付することについては、公平性を担保した一定の配付基準が必要と考えられるこ
とから、公園協会総務部での指摘事項と同様に、相手先や目的に応じた配付基準を新たに設け、この基準にない配付
を行う場合についてのみ、公園協会事務決裁規程別表第2　個別専決事項「1総務課に関する事項　(32)広告宣伝の
企画及び制作」に準じるものとして少なくとも決裁責任者である公園長が最終的に意思決定を行い、これらの適正な手
続を踏まえて招待券を配付されたい。

平成３１年４月に招待券の配布目的等を明記し
た「招待券等の配布及び管理に関する基準」を
整備し、同基準に基づいて招待券を配布してい
る。なお、配布要件に該当する場合は所定枚数
を園長が配布できるが、それ以外は事務局長の
決裁を得て配布することとしている。

左記のとおり措置済み。

71 142 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 オーデンセ市で開催される「Ｈ．Ｃ．アンデルセンアワード」へ出席し、アンデルセン賞委員会と世界各国の受賞者との交
流については、事業報告書において国際交流事業として明記されていることから、海外渡航費の会計処理については、
海外渡航の直接の主たる動機や目的に従って区分し、国際交流を主たる目的とし、特定の取引先との打合せ等を従た
る目的としている場合には、旅費交通費として計上することを要望する。

平成３１年４月より、研修目的以外の海外出張
は旅費交通費勘定とするよう改めた。

左記のとおり措置済み。

72 142 公園協会（アン
デルセン公園）

指摘 公園協会では、海外渡航時の支度料については、旅費に関する法律に基づいて支給していることから、過去1年程度の
回数制限として、同法第39条第2項の規定にしたがった支給とされたい。

「公益財団法人船橋市公園協会職員の旅費に
関する規程」の取扱い(平成３１年３月１５日改
定)を整備し、支度料等の見直しを図った。支度
料については、定額支給を行わないこととし、以
下を実費支給するように見直した。ア．旅券
(11,000円上限)、イ．保険、ウ．国際交流上必
要となる儀礼品、エ．その他実費支出がやむを
得ないと認められるものとし、旅費に関する法律
の規定の範囲内で支給している。

左記のとおり措置済み。
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73 142 公園協会（アン
デルセン公園）

指摘 海外渡航時の支度料については、過去1年程度の回数制限だけではなく、支度料の内容に対する吟味の必要性の意
味でも、受賞式への出席等、海外出張に必要な用品を改めて購入する必要性がない場合や、必要な用品について出
張者の経済的負担を要することなく調達できると認められる場合には、海外出張に係る支度料の定額支給を行わないこ
ととされたい。
また、保険料、医薬品、最低限の儀礼品、携行品、旅行雑費の対象とならない任意の予防注射等については、旅行命
令権者によりその必要性が認められる場合には、領収書等を確認の上、支度料の額を上限とした実費を支給されたい。

「公益財団法人船橋市公園協会職員の旅費に
関する規程」の取扱い(平成３１年３月１５日改
定)を整備し、支度料の見直しを行い、定額支給
を行わないこととした。また、支度料を実費支給
する場合は、領収書を確認の上、旅費に関する
法律に規定する支度料を上限とした実費を支給
することとしている。

左記のとおり措置済み。

74 142 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 マイレージについては、公務出張で発生したマイレージの活用による経費削減が見込まれる場合には、職員に対して公
務出張で取得したマイレージを貯めるためのマイレージカードを作成すること等を定めたガイドラインを作成して、適切に
運用することを要望する。

経費削減の観点から、公務出張で発生した職
員のマイレージを活用することについて、法人と
して活用することが可能かどうかを総務部内で
検討した。

マイレージは個人で取得することができ、
取得した人のみ使用できるものである。
公務出張でマイレージを貯めることは可
能であるが、職員一人一人について個
人で取得したものと公務出張で取得した
ものとを協会が管理するのは困難である
ことから、マイレージの公務出張への活
用は難しいと考えている。

75 145 公園協会（アン
デルセン公園）

意見 復命書の役割は、上司から命令を受けて、研修・会議・視察等に出かけた場合に、その内容を報告し、職務を果たした
ことを示すために作成する文書である。出張報告書は、会議や研修等の出張した内容を報告するものであるが、復命書
は、命令による職務を遂行したことを復命するものである。視察研修の期間にわたり公園協会の業務の遂行上必要と認
められる旅行であることを明らかにするためには、視察研修の全ての参加者から、海外視察等の動機や業務関連性等
が明瞭に記載された復命書を入手することを要望する。

平成３１年４月より視察研修に参加した全ての職
員に対しては、復命書を提出させている。

左記のとおり措置済み。

76 147 公園緑地課（ア
ンデルセン公

園）

意見 公の施設の管理運営に必要な水道光熱費は財務的にも重要性の高い予算項目であるが、その予算設定や予算執行
の結果として残額又は予算超過額の取扱いについて、明確な取扱い方針を持っていないものと認識される。そのことに
より、通常の年度にみられる現象として、水道光熱費の予算残を、例えば修繕料の予算超過部分に流用したり、備品の
取替え工事等の費用に流用して充当したりするなどの応急的な対応を事実上実施している。このように指定管理の費用
負担上の役割分担が不明確な状況を改善するためにも、水道光熱費の適切な予算設定方法やそれに対応する予算
執行後の精算制度の導入など、公の施設の管理運営の実態に合った水道光熱費の取扱いルールを指定管理者と市
所管課の間で合意することを要望する。

監査時点と同じ。 対応等について関係課との調整が必要
であることから、今後、財政所管課及び
指定管理者制度所管課と協議し取り扱
いルールの検討をしていく。

77 149 公園緑地課（ア
ンデルセン公

園）

意見 公の施設の管理運営に必要な修繕費は財務的にも重要性の高い予算項目であるが、その予算設定や予算執行の結
果としての予算超過額の取扱いについて、明確な取扱い方針を持っていないものと認識される。指定管理の費用負担
上の役割分担が不明確な状況を改善するためにも、修繕費の適切な予算設定方法やそれに対応する予算執行後の
精算制度の導入等、公の施設の管理運営の実態に合った修繕費の取扱いルールを指定管理者と市所管課の間で合
意することを要望する。

監査時点と同じ。 対応等について関係課との調整が必要
であることから、今後、財政所管課及び
指定管理者制度所管課と協議し取り扱
いルールの検討をしていく。

78 151 公園協会
（三番瀬海浜公

園）

指摘 共同事業体協定書締結時においては予測することのできなかった業務内容の増減や、経済事情の変化又は予期する
ことのできない理由等により、分担する業務が不適当となったと認められる場合には、その部分について速やかに共同事
業体協定書を変更されたい。

現状と協定書に記載されている内容が異なる厨
房・カフェレストランの業務分担について、運営
委員等において協議した上、共同事業体協定
書の規定に基づき、令和元年7月に開催した運
営委員会において、構成員の合意により変更し
た。
また、協定書に明記されていないが、公園協会
が行っている詳細な業務について、同運営委員
会内で確認を行い、構成員間で認識を共有し
た。
なお、同協定書の規定に基づき、運営委員会の
議事録をもって構成員間の確認書に代えること
としている。

左記のとおり措置済み
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79 153 公園協会（三番
瀬海浜公園）

指摘 収益の分配と経費の負担を両構成団体で50％ずつとすることは、構成団体が分担する業務における効果的な運営手
法による企業努力の成果の収支への影響が半減すること、各構成団体での経営責任が不明瞭になること等のデメリット
があることから、収益の分配と経費の負担を各構成団体で50％ずつとする取扱いは早期に解消し、構成団体が分担す
る業務に応じた損益を計上する方法へと改めるよう協議されたい。

令和元年6月13日に、指摘事項についてFSPグ
ループ運営委員等により検討、協議した。
共同事業体協定書の規定に基づき、令和元年
7月に開催したFSPグループ運営委員会におい
て、指摘を受けた収益の分配と経費の負担の取
り扱いについて、以下のとおり議決した。

ＦＳＰグループは、船橋市からの指定管理委託
料を主な財源として運営している。また、構成員
は共に、営利を追求する会社法により設立され
た法人ではなく、一般法人法により設立し、認定
法の基準を満たした公益法人であり、公益目的
事業を主な事業としており、収支相償を図る必
要がある。よって、決算により剰余金が出た場合
は、公益目的事業に還元し、不足する場合は負
担することとなる点において、一般企業における
ＪＶとの存在意義が異なる。
このことから、互いに得意分野を活かしながら指
定管理業務を共同実施しており、構成員間に委
託や請負の関係は存在せず、また対等な関係
において業務を実施していることから、利益金の
分配又は損失金の負担の比率については現行
を維持する。

左記のとおり措置済み。

80 154 公園協会（三番
瀬海浜公園）

意見 事務費については、公園協会や広報財団での本部運営費のうち、海浜公園及び学習館指定管理事業で負担すべき金
額を一定の割合で算出している費用も含まれる。公園協会と広報財団とでは事業規模が異なり、本部運営費に含まれ
る支出が異なることが想定されることから、構成団体間の公平性を保つためにも、事務費の算出方法について一定の
ルールを定めることを要望する。

ＦＳＰグループの円滑な運営と構成員間の公正
を確保するための事務費の算定方法について
は、構成員の管理費のうち海浜公園或いは環
境学習館の管理に要した経費とし、次の経費の
合計額とすることを平成３１年３月１１日に取り決
めた。
(1) 施設管理経費　構成員本部における、会
計、人事、厚生等の人件費や役員等の報酬、
事務所の賃借料及び光熱水費等の管理費のう
ち、構成員がグループの事業を管理するために
要した費用(管理費に施設事業比率を乗じた額)
(2) 直接経費　構成員がグループの事業の目的
のために直接要した費用

左記のとおり措置済み。

令和元年6月13日に、指摘事項についてFSPグ
ループ運営委員等により検討、協議した。
共同事業体協定書の規定に基づき、令和元年
７月に開催したFSPグループ運営委員会におい
て以下のとおり議決した。

81 157 公園協会（三番
瀬海浜公園）

ＦＳＰグループにおいては、構成団体が分担する業務に基づいて実際の運営が実施されていることから、分担する業務
に応じた収入と支出が計上されるよう予算執行及び会計処理を改められるよう要望する。

左記のとおり措置済み。意見
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公園協会は、公益目的事業として三番瀬環境
学習館オープンに伴う事業の追加を理由とし
て、行政庁と協議のうえ、共同事業体として当該
事業を実施する許可を得ている。よって、事業
実施の実態を証明するうえでも、財務諸表等に
は、事業に係る収支額を計上することは自然で
あると考えている。
ＦＳＰグループの予算執行や会計処理に関して
は代表団体の会計組織の中に取り込んで整理
する方式(取込会計処理方式)を採用しており、
代表団体である公園協会が環境学習館に係る
事業予算についてもＦＳＰグループ会計事務取
扱要綱に基づき、執行の都度、広報財団に合
議しながら執行しているところである。事業の役
割分担に応じて構成団体ごとに会計事務を行う
ためには、更なる人件費や設備費の負担増とな
る。また、第三者との契約は代表団体が行うこと
を同要綱で規定していることを考慮すると合理
性・効率性やコストの観点から困難であると考え
る。このことから、ＦＳＰグループの収入及び人件
費や事務費を除いた支出が当協会の財務諸表
に計上されているものであり、予算の執行及び会
計処理については、現行を継続する。

82 158 公園協会（三番
瀬海浜公園）

指摘 「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業」（公認会計士法第2条第1
項）としており、「公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て
第2条第1項に規定する業務を営んではならない」（公認会計士法第47条の2）」とされており、公認会計士又は監査法
人でない者が監査業務を営むことが制限されていることから、税理士による監査は不当行為とみなされるため、公認会
計士又は監査法人による監査を実施されたい。

平成30年度決算においては、公認会計士が監
査を実施した。今後の監査についても同様として
いく。

左記のとおり措置済み。

83 162 公園協会（三番
瀬海浜公園）

意見 公園協会は、確かに、小人数の人員体制でアンデルセン公園の他、海浜公園や学習館等の運営業務を行っているた
め、内部統制を適切に整備・運用する体制をとることが必ずしも十分ではないとも考えられる。しかし、潮干狩事業等の
事業計画の策定に際しては、単純に前年度並みの入場者数を予想とするのではなく、入手可能である客観的な過去の
データに基づき、5月の連休の来場者とそれ以外の来場者を適切に想定する必要があり、また、潮回り、開催日の曜
日、レジャー動向等を総合的に勘案し、慎重に検討することを要望する。

令和元年度より過去5年間のデータをもとに詳細
に分析し、開催日ごとの入場予想者数を想定
し、あさりの購入量を計画、予算化し実施してい
る。

左記のとおり措置済み。

84 163 公園協会（公園
管理センター）

意見 公園管理業務の受託に当たり、当該業務実施に必要な直接経費については、予算編成時の市からの依頼に基づく参
考見積りの段階でも、また、契約手続の段階での積算段階でも、道路使用許可申請手数料という、公園管理業務に直
接関連する経費の個別積算を行うことを要望する。

 道路使用許可申請手数料について、公園管理
業務に直接関連する経費であるか検討した。

 道路使用許可申請手数料は、公園管
理業務における剪定作業等直接発生す
る経費、いわゆる直接業務費ではなく、
間接的に発生する間接経費(共通仮設
費または現場管理費)として諸経費に含
まれていると考えている。このことについ
ては、発注者と共通の認識である。

85 165 公園協会（公園
管理センター）

意見 公園協会は、月別資金収支実績ではマイナスになっている月もあり、資金繰りに十分な余裕がある状態ではないことか
ら、船橋市から委託を受ける都市公園等の管理事業においては、契約で認められている部分払いを請求することを要
望する。

 令和元年度より契約で認められている部分払
いについて請求する。

左記のとおり措置済み。

81 157 公園協会（三番
瀬海浜公園）

ＦＳＰグループにおいては、構成団体が分担する業務に基づいて実際の運営が実施されていることから、分担する業務
に応じた収入と支出が計上されるよう予算執行及び会計処理を改められるよう要望する。

左記のとおり措置済み。意見



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

86 174 清美公社 指摘 定款の規定（収益処理）と総会決議・会費に係る規程（出資金処理）では矛盾した処理を行うこととなり、首尾一貫性が
ないため、社員からの会費の位置付けを再度見直すことを実施されたい。
法人としてのガバナンスの歪みを是正するために社員数を増加させることの一環として、会費の額を見直し、年会費をし
て収益処理を行うことも考えられる。
一方、現在の社員数を増加させるにしても、現在の社員からの会費を出資金として位置付けるか、返還を要する預り金
と位置付けるか、いずれかを検討する際にも、社員からの出資を求める必要性、又は預り金処理をする必要性を根本か
ら問い直す必要がある。
いずれにしても、社員の会費の位置づけについて、定款と内容的に首尾一貫性がない総会決議や会費に係る規程につ
いては改定を要するものと考えられる。

監査時点と同じ。 令和元年度中に定款・会費規程・会費
額の見直し、及び社員の増員を検討す
る。

87 176 清美公社 意見 公社では、新規に社員を募集することもなく、また、75万円という、設定された額の積算根拠が曖昧であり適切とは言い
難い会費を設定することで、事実上、新規会員の入会を妨げている結果となっている。更に、法人会員については、定
款上で予定されているにも拘らず、会費規程において一切法人会員に係る定めがない。その結果、理事と社員が実質
的に全く一致している状態が継続していることから、社員総会による監督機能が働いているとは言えない。他方で、会員
を制限する合理的な理由も存在しない。
したがって、今後は、市民や関連団体といった個人又は法人に対して、広く会員を募集し、併せて現在の会費とは異な
る適切な会費を設定するよう要望する。

監査時点と同じ。 令和元年度中に定款・会費規程・会費
額の見直し、及び社員の増員を検討す
る。

88 177 清美公社 意見 小口現金のより効率的な管理のためにも、小口現金管理に関わる職員全員が管理業務の全体としての流れや3つの小
口現金の入出金業務に係る個別の業務フロー等を示したマニュアルを、当該経理事務に係る職員には少なくとも理解
することができるよう、作成・整備して業務内容の情報を関係職員間で共有するよう要望する。

管理業務の全体の流れや業務フロー等を記載
した現金の入出金業務に係るマニュアルを作成
し、平成31年2月28日より、業務内容の情報を
関係職員間で共有している。

左記のとおり措置済み。

89 177 清美公社 意見 小口現金の管理についてインプレスト方式（定額管理方式）を導入し、売上金自動入金機に設置された個別の金庫から
の補充を一定額で日々管理する方法も効率的な小口現金管理となるため、その導入を検討するよう要望する。

平成31年4月18日より、定額管理方式を導入し
た。

左記のとおり措置済み。

90 177 清美公社 意見 手提金庫での日々の現金出納の結果として、手書きの現金出納帳のその日の残高と手提金庫内の現金の合計額の確
認を複数の職員で確認しているが、その日の小口現金の残高については、正式な証憑として金種別の現金日計表を作
成し、現金出納帳のその日の残高と照合を行い、上長の承認を行う仕組みに変更するよう要望する。

平成31年2月4日より、小口現金の金種別現金
日計表を作成し、残高と照合の上、上長の承認
を行っている。

左記のとおり措置済み。

91 178 清美公社 指摘 複数の金融機関に開設した預金口座の適正な管理について、日々の、又は定期的な内部統制システムを機能させる
ためにも、財産目録の表示方法については、現在開示されている一括表示方式を改め、全ての預金口座ごとの金融機
関・支店名称、口座の種類、期末時点の残高、開設目的等を詳細に記載して情報を開示するよう徹底されたい。

平成30年度の決算において、一括表示方式を
改め、財産目録に全ての預金口座ごとの金融機
関・支店名称、口座の種類、期末時点の残高、
開設目的等詳細を記載し、情報を開示してい
る。

左記のとおり措置済み。

92 178 清美公社 指摘 簿外預金口座（残高1,725円）が存在していることについて、清美公社としては適正なチェックの仕組みがこれまで機能
してこなかったことを意味しており、早急に現時点での残高を確認し、その残高を適正な会計処理により法人の現預金と
して取り込まれたい。
また、当該預金口座の必要性を検討し、必要がない口座であれば廃止の手続を早急にとられたい。
適正な預金管理はリスクとしての資産の盗用等につながる危険性を考えた場合、極めて重要であることを、事務局内部
でも認識を共有し、預金通帳や金融機関届出印等の保管管理手法のマニュアル整備状況を再度確認するよう要望す
る。

平成30年11月29日に必要性に乏しい簿外預
金口座(残高1,725円)を解約し、雑収入として
会計処理した。
また、預金通帳等の保管管理マニュアルを新た
に作成し、平成31年2月28日法人内で研修を
行い、適正な預金管理の重要性について改め
て周知した。

左記のとおり措置済み。

93 179 清美公社 指摘 年度末決算時において、得られる限りの情報を用いて6月の賞与支給額を合理的に見積もり、年度末までに発生してい
ると認められる額（6月支給見積額×4か月/6か月）を賞与引当金として計上されたい。
また、賞与引当金の計上と併せて、賞与に係る社会保険料についても賞与引当金の金額に合理的な料率を乗じた金
額を未払費用等の科目で計上されたい。
更に、賞与引当金の計上基準について、重要な会計方針を注記で記載されたい。

平成３０年度決算において令和元年６月の賞与
支給額を見積もり、4/６か月分の賞与引当金及
び未払い費用として社会保険料を計上した。ま
た、重要な会計方針として注記に記載した。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

94 180 清美公社 指摘 「１．重要な会計方針」の「（２）引当金の計上基準」に記載している内容は清美公社の実態を忠実に表すものではない
ため不適切であり、清美公社が計上を失念している賞与引当金及び計上はしているが次の項で述べるとおり見直しが必
要な退職給付引当金の計上基準を実態に即して、公益法人会計に則って理論的な会計方針の内容である引当基準
を適正に記載されたい。

平成３０年度決算の財務諸表に対する注記にお
いて、退職給付引当金の計上基準を公益法人
会計に則り実態に即した記載とした。

左記のとおり措置済み。

95 181 清美公社 意見 清美公社は、職員の退職に係る退職給付債務の引当に係る会計実態を忠実に説明するために、貸借対照表の注記に
おいて退職給付引当金の明細及び内部引当の方針に係る説明等を適正に記載して開示するよう要望する。

平成３０年度決算の財務諸表に対する注記にお
いて、退職給付引当金の明細及び内部引当の
方針に係る説明等を公益法人会計に則り実態
に即した適正な記載とした。

左記のとおり措置済み。

96 183 清美公社 意見 法人会計の管理費をどのように賄い、税務上の処理を行うかによって、実際の財務書類である正味財産増減計算書の
内容が異なり、その結果のひとつとして、税務申告上の有利・不利の計算に大きく差異を生じさせることとなる。そのよう
な諸リスクに対して適正に対処するためにも、公益法人会計制度やその下での会計処理、更には税務処理に関して、適
法で合理性の高い処理を行うよう要望する。
例えば、清美公社の受託業務等の中で、本部（事務局）経費に該当する積算金額に相当する収益を予算上も決算調
製上も法人会計の経常収益に設定することにより、法人会計における予算上の経常費用や決算上の経常費用に対応
する原資を確保する仕組みを採用することも公益法人にとって有用な手法であるものと考える。
併せて、清美公社は各種の専門家と顧問契約を行っているが、この項での問題点を含めて、今回の監査全般において
も明らかになった課題や問題点に適切に対応し経理上のリスクを回避等するためにも、公益法人会計制度に精通した
専門家の本来あるべき経営上のアドバイス体制の構築に向けて、現在の体制を根本から見直すことを要望する。

監査時点と同じ。 令和元年度決算より、法人会計の管理
費については他会計振替をするなど、合
理性と適合性を満たす処理を行う。
併せて経営上のリスクに対応できるよう
専門家による指導、助言を得られる体
制を令和元年度末までに整える。

97 184 清美公社 意見 清美公社は、公益社団法人として経理的な基礎が十分に備わっていることが求められている。その公益認定要件のひ
とつである経理的基礎の確保・維持のためにも、資金の適正な運用の視点は重要である。したがって、清美公社は、公
益法人であることを過度に意識して保守的な側面に傾き過ぎる資金の運用方針を根本から見直し、より適正な資金運
用方針を設定して、元本が毀損されない範囲で安定的な資金運用を前提としつつ、より多くの運用益が得られる運用対
象を厳選して、余剰資金の適切な運用を実施するよう要望する。
一般的に公共的団体等での資金運用の基本は、発行主体の倒産リスクが少ない国や地方公共団体等が発行する債
券を中心に運用し、その方針は償還期限まで持切る方針のもと、いわゆるラダー運用（段階的な投資増額運用）で時々
の金利水準等の変動の影響を平均化することを目指した運用方針が採用されるものと考えられる。

監査時点と同じ。 現時点では資金運用等について知見に
乏しいため、今後、会計専門家などの意
見も踏まえ、安全な資金運用の是非に
ついて研究し、令和元年度末までに方
向性を決定する。

98 186 清美公社 指摘 清美公社の理事長及び専務理事は常勤の役員として、清美公社が公表する決算書の内訳事業に係る事業成績を的
確に把握し、外部に対しても会計的説明責任を的確に果たすことができる内部統制システムの整備を図り、公表用の正
味財産増減計算書のみならず、その内訳事業ベースでの事業成績を把握して、内訳事業ごとの評価を十分に実施でき
る仕組みを構築されたい。

平成３０年度決算より従来より行っていた公表用
財務諸表に基づく説明に加え、正味財産増減
計算書における各事業の実績内訳について、収
支状況の資料を提示し詳細の説明を行った。こ
れにより理事長等役員において詳細情報を把握
し説明責任を果たせる体制となっている。

今後は内部統制の手法や事業評価の
仕組みについて研究していく。

99 189 清美公社 指摘 清美公社の理事長及び役員は単に公益目的事業会計や収益事業会計等の合計数値だけを認識して、収支相償の状
況や収益の発生状況を概括的に見るだけでは清美公社の業績を十分に評価することはできない。これら公益目的事業
会計や収益事業会計の内訳事業の経常収益及び経常費用、そしてそれらの差額である当期経常増減額の発生状況
を把握し検証することにより、各事業又は担当部門等の直接的な評価を行い、併せて、法人会計で発生している経費を
どのような事業に対して適切に負担するべきであるか等について、清美公社内部で確立された事業評価手法を構築さ
れたい。

平成３０年度決算より正味財産増減計算書にお
ける各事業の実績内訳について、収支状況の資
料を提示し詳細の説明を行った。これにより理事
長等役員においても更なる詳細情報を把握でき
るようになり、経営トップとしての説明責任を果た
せる体制が充実強化された。また、法人会計の
管理費については、他会計振替をするなど合理
性と適合性を満たす処理を令和元年度決算又
は令和２年度予算から行う。

今後は法人会計の経費負担のあり方を
はじめとする事業評価手法の研究を進
める。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

100 192 清美公社 指摘 清美公社の事務局は、公益認定を受けた法人の経営やガバナンスを有効に機能させるためにも、赤字業務の受注の実
態を理事長等役員に早急に説明し、これまでの経緯や清美公社等にとってのメリット及びデメリットを端的に示して、赤字
業務の受注に関しての対応方針を決定されたい。

赤字事業の実状を理事長等役員に説明し、法
人にとってのメリット・デメリットを検討したうえで、
それに基づき、令和元年度より応札を行ってい
る。今後も応札を行う際には、事前に役員等で
当該事業を受注することによるメリット・デメリット
や法人の経営状況を検討した上で応札を行って
いく。

左記のとおり措置済み。

101 194 清美公社 指摘 清美公社の事務局は、自ら作成している内訳事業別の収支状況一覧表の意味するところを十分に理事長等役員に周
知し、当該契約案件が清美公社の損益状況に重要な貢献をしている意味を説明するとともに、その剰余金比率と剰余
金額が極めて大きい原因を分析して、適正な剰余金比率として認められるか否か、公益社団法人である限り、合理的な
根拠のある説明を法人内部においても、また、市所管課等（クリーン推進課及び下水道施設課）に対しても早急に実施
されたい。

平成３０年度決算において、事業別内訳表の現
在の状況を示し、主要黒字事業をはじめとする
各事業ごとの収支状況を理事長等役員及び市
関係課に説明した。

剰余金比率の大きな事業における課題
や公益法人における適切な剰余金比率
について今後研究する。

102 194 下水道施設課 指摘 清美公社が受託している高瀬下水処理場運転管理等業務に係る市所管課（下水道施設課）は、今後については、3年
に一度の包括委託契約の締結等において、これまでの標準的な単価を検討することなく採用するのではなく、その単価
の算定される過程や基準とされた年度等を検証されたい。

監査時点と同じ。 高瀬下水処理場運転管理委託の次回
契約更新が令和２年度であるため、令
和２年３月頃に行う設計においては、最
新単価の基準年度を確認する等、単価
の検証を行う。

103 194 下水道施設課 意見 高瀬下水処理場運転管理等業務契約に係る予算編成過程において、例えば、複数の業者から参考見積もりを徴取す
ることやその見積徴取の過程において、市所管課としても実際に積算手法等を見直すことで、より実態に合った積算に
近づけること、適正な利潤を考慮した設計金額の積算に真摯に取り組んでいることを広く周知すること等、実際の入札に
参加すると予想される複数の事業者に対する効果的なアナウンスを行うこと等を要望する。

監査時点と同じ。 高瀬下水処理場運転管理委託の次回
契約更新が令和２年度であるため、令
和元年９月頃に行う予算編成事務にお
いて、事前見積もりを徴取する際には、
「設計金額の積算はより実態に合うよう
に取り組む」等、複数の業者へ効果的な
アナウンス等を行う。

104 194 クリーン推進課 意見 清美公社が受託している船橋市し尿収集運搬業務に係る市所管課（クリーン推進課）は、毎年度の契約を随意契約で
行う経緯及び現在の意義を再度確認・検討し、随意契約で今後も行う場合は清美公社が実施する意義等を明確に文
書化して市内部でも共有することを要望する。

監査以前から、清美公社への随契理由を「清美
公社が廃棄物の処理等を目的に、市が出資し
て設立し、確実に業務遂行できる人員等、及び
相当の経験を有し、廃棄物処理法に基づく委託
基準に適合すること」として契約執行伺添付の
随契理由書で文書化していた。平成31年3月、
し尿収集運搬業務の契約執行伺時にあらため
て、毎年度の契約を随意契約で行う経緯及び
現在の意義を再度確認・検討し、随意契約で今
後も行うこととして、清美公社が実施する意義等
を随契理由書に記載した。

左記のとおり措置済み。

105 195 クリーン推進課 意見 し尿収集運搬業務の契約手続を進めるに当たっては、当該業務の実施に必要となる直接労務費、車両関係費、直接
経費及び間接経費等を積算する際に、当該業務実施者の実際経費に係る情報を参考見積もりとして入手し、一定規模
の適正利潤を加味して慎重に精査し、市所管課としての独自の設計額とそれに基づく予定価格を適正に算定するよう
要望する。

監査以前から、し尿収集運搬業務の契約手続
きを進めるに当たって、当該業務の実施に必要
となる直接労務費等を積算する際に、当該業務
実施者の実際経費に係る情報を入手し、労務
単価を使った独自の設計額とそれに基づく予定
価格を算定していたが、適正利潤を加味してい
るとは言えない年度もあった。
平成31年度の契約手続きを行う際には一定規
模の適正利潤を加味して管理費負担割合を定
め、設計額とそれに基づく予定価格を適正に算
定した。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

106 195 クリーン推進課 意見 契約金額の規模を確保するために当該契約年度に係る予算の編成過程において、清美公社から参考見積書を入手す
る場合、清美公社の見積内容のうち、前年度の実績額との比較を行い、法人会計の負担額を含めた間接費の回収を
適正に行うことができる水準であるのかどうかについても、十分に意を用いて予算要求額を担当部門として独自に作成す
ることを要望する。

監査時点と同じ。 清美公社から参考見積書を入手する
際、前年度の実績額と比較し、間接費
の回収を適正に行うことができるかにつ
いても、清美公社に法人会計の負担額
を確認し、予算要求額を労務単価を
使って独自に作成する。

107 198 清美公社 意見 清美公社は、平成24年度から公益社団法人に移行しているが、一度認められた公益性については継続して公益性の
維持及び向上に努めることが求められており、常に公益性を追及する事業内容であるかどうかについて検証することが
必要であることに留意する必要がある。その意味で、公益認定要件については、理事長他役員及び事務局が法人組織
として、継続的にその公益目的事業の公益性を内訳事業ごとに具体的に検証し確認することを要望する。

監査時点と同じ。 公益目的事業ごとに、公益性のある事
業内容であるかどうか継続的に検証し、
公益社団法人としての公益性の維持向
上に努める。

108 198 クリーン推進課 意見 外郭団体としての清美公社の市所管課であるクリーン推進課は、公社の経営状況や組織のあり方、又は、委託事業の
実施における付加価値の付与の状況等についても、具体的に検証し確認することを要望する。

令和元年５月、課長及び担当係長が、公社の
理事会の事前説明及び理事会で、決算等につ
いて、説明及び質疑応答を聞いて検証し確認し
た。

令和元年11月までに公社の組織のあり
方については、役員の議論の内容を入
手し、また、委託事業の実施における付
加価値の付与の状況等については、千
葉県への報告書により、検証し確認す
る。

109 199 下水道施設課 意見 清美公社に対して主要な委託事業のひとつを所管している下水道施設課については、清美公社の市所管課であるク
リーン推進課から、自ら所管する委託事業に係る付加価値等の内容に関する確認等があった場合にはその確認事項の
内容を把握して回答を行うよう要望する。

所管する委託事業の内容に関する確認等が
あった際、適時適切に回答できるよう、業務内
容を把握している。

左記のとおり措置済み。

110 203 清美公社 指摘 清美公社は、公益目的事業に区分されている西浦下水処理場運転管理業務と収益事業に区分されている高瀬下水
処理場運転管理等業務との区別の合理性について、再度見直しを行われたい。

監査時点と同じ。 区分の合理性については今後の公益認
定制度の在り方など動向を注視しつつ研
究していく。

111 203 清美公社 指摘 公益目的事業に区分されている浄化槽汚泥清掃業務と収益事業に区分されている浄化槽保守点検業務の業務として
の同一性を再度検討し、それらの業務の公益性の有無を検証し、両区分の見直しにつなげられたい。
併せて現在は異なる部門で業務を実施されている両業務の今後の実施方針として、清美公社の組織のあり方にとっ
て、より効率的で効果的な実施方法を検討されたい。

監査時点と同じ。 公益や収益の区分の合理性については
今後の公益認定制度の在り方など動向
を注視しつつ研究していく。また、浄化槽
の清掃及び保守点検の組織の区分けに
ついては、現在の体制が車両や人員配
置など効率的と考えるが、今後も研究し
てゆく。

112 203 清美公社 指摘 公益目的事業に区分されている24時間緊急対応業務と収益事業に区分されている給排水設備等清掃業務との区別
の合理性について、有料作業に関連した緊急対応業務部分の位置付けについて、両業務の連続性に基づき見直しを
行われたい。

監査時点と同じ。 両業務の連続性のあるケースについて
の取り扱いは今後研究してゆく。

113 210 清美公社 意見 清美公社は公益目的事業と収益事業との現在の区分を抜本的に見直し、3つの試行により検証した結果を踏まえて、
公益認定の基準や諸要件に照らして、公益社団法人としての清美公社がどのようなリスクに晒されているのかについて、
組織として的確に把握することを要望する。
そのうえで、今後の清美公社のあり方として、可能性のある諸選択肢を検討し、清美公社の現在の公益認定の維持に
際しての困難な現状を解消するための方策を検討し方向性を見定めることを要望する。
具体的には、清美公社はこれまでの分析を十分に検討し、清美公社の今後の方向性として、公益認定の維持の可否、
将来の業務量及び実施体制等を見据えた戦略的な組織の改編、今後の資金収支計画に基づく基金等の保有計画等
の策定が必要になるものと考えられる。
その検討の中には、公益認定の取消し申請に関する意思決定についてもひとつの選択肢でありうるものと考えるが、その
際、清美公社としての今後の方向性に関してメリットやデメリットを整理し、一般社団法人等への移行についても視野に入
れた検討も必要になるものと考えられる。ちなみに、一般社団法人への移行する場合にはそのメリットとしては、公益法
人としての制約（公益要件の維持等）からの解放と一般法人としての経営の範囲の拡大等が考えられる。

監査時点と同じ。 市の責務であるし尿収集運搬業務を、
営利性や収益性に一定の制限を課され
た公益認定法人が今後も安定的に受
託、実施していくことが市環境行政にとっ
て必要不可欠なことと当法人では考えて
いる。その意味から当法人には今後も公
益性を維持することが求められていると
認識している。今後も公益認定制度のあ
り方やその変革の方向性などを十分注
視しながら、公益認定の維持に努めてま
いりたい。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

114 212 清美公社 意見 船橋市の外郭団体としての、いわゆるＤＮＡ（遺伝子）を清美公社組織風土や職員の気質の中に残しつつも、より民間法
人に近い性格の法人形態であっても、これまでの経営上のブランドと技術力を持って、社会経済の制度的、実態的な環
境の激変にも俊敏に対応することができる組織に清美公社役職員一丸となって変革することを要望する。

監査時点と同じ。 今後の公益認定の在り方、動向を十分
注視しながら将来においても公益認定を
維持できるような方策を検討する。

115 215 清美公社 指摘 理事と社員が実質的に全く同一である現在の状況は、理事に対する社員の監督機能が機能不全に陥ることを意味して
おり、一刻も早く理事と社員の同一性を見直すことにより、社員総会による理事への監督機能を有効に働かせるような社
員及び理事の構成に変更されたい。
そして、清美公社は現在の理事構成と社員構成の完全な一致状態におけるガバナンスの機能について、公益社団法人
として期待されるガバナンス機能と比較した場合に極めて重要なリスク（目的阻害要因）があることを適切に認識し、理事
構成や社員構成の本来のあり方について主体的に再構成し、公益法人に相応しい組織改革を実現されたい。

監査時点と同じ。 令和元年度中に定款・会費規程・会費
額の見直し、及び社員の増員を検討す
る。

116 215 清美公社 指摘 理事の人選については、船橋市に推薦依頼をする現在の形式のみに限る必要はなく、公募や他の関連団体への推薦
依頼も含め、広く人選を進められたい。

監査時点と同じ 令和元年度中に定款・会費規程・会費
額の見直し及び社員の増員を検討し、そ
の中で、理事の人選方法についても併
せて検討する。

117 217 清美公社 指摘 理事候補者の提案については、原則として理事会を開催した上で決定し、仮に書面決議による場合には、理事候補者
の適性等を判断できるだけの資料を付することが重要であり、また、理事の選任については、原則として社員総会を開催
した上で決議し、仮に書面決議による場合には、理事の適性等を判断するだけの資料を付されたい。

役員等選出にあたっては、総会等の開催のうえ
議決することを原則としている。
平成31年度の役員の選任については、時間的
制限の理由から、平成31年3月27日書面決議
において行ったが、候補者の適性等を判断でき
る履歴書等の資料を添付して書面決議を得たこ
とから、理事候補者の提案権や社員総会におけ
る理事選任権を適正に機能させることができたと
考えている。
　今後も、役員等は原則として総会等を開催し
選出するよう努めていく。

左記のとおり措置済み。

118 217 清美公社 指摘 船橋市職員ＯＢを理事に選任することは直ちに認定法第5条第11号に抵触するものではないが、当該条項の趣旨に照
らして清美公社の理事構成を見直す際には、船橋市職員ＯＢの理事の人数について理事の総数の3分の1以下にする
よう現在の理事会で審議されたい。

監査時点と同じ。 令和元年度中に定款・会費規程・会費
額の見直し及び社員の増員を検討し、そ
の中で、理事構成における船橋市職員
OBの人数についても併せて検討する。

119 219 清美公社 意見 清美公社の定款においても監事は2人まで設置できることになっているため、少なくとも更に1人の会計監査の専門家を
監事として選任することにより複数の監事によるバランスのとれた監事監査を実施できるよう要望する。

令和元年度5月より、監事を2名設置し、業務監
査を行政経験者に、財務監査を公認会計士に
行わせることとし、監査体制の改善・強化を図っ
た。

左記のとおり措置済み。

120 219 清美公社 指摘 監事の選任については、安易に書面決議で選任することなく、原則として、社員総会を開催して、少なくとも会計監査の
実施に際しては、複式簿記で発生主義会計を実施する公益法人会計基準に対応した監事監査を適切に実施するにふ
さわしい人選であるかどうかについて検討したうえで監事の人選を実施されたい。

令和元年度より、監事を選任する際には理事会
及び社員総会に諮り監事監査を適切に実施す
るにふさわしい人物を選任した。

左記のとおり措置済み。

121 220 清美公社 指摘 社員総会における監事の説明責任が規定されている以上、今後、監事は社員総会における監事監査等に関する質問
に対して適時適切に説明ができるように社員総会に出席するよう日程調整等を行われたい。

令和元年度より、監事が社員総会に出席してお
り、今後開催される際には事前に日程調整等に
配慮し確実に出席できるよう体制を整える。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

122 222 清美公社 意見 清美公社の監事は船橋市会計管理者の1人体制で1日だけ清美公社の事務局に赴き実施しているものであるが、監事
にどのような専門性があったとしても、会計監査と業務監査を1人だけで実施することは極めて難しいものと考えられる。
今回の外部監査の結果として清美公社に関する指摘事項等の内容を勘案すると、その困難性については説得的な要
素が含まれているものと考えられる。
したがって、清美公社は監事監査の実施体制を複数体制にするよう、早急に検討し、意思決定を行うよう要望する。
また、監事監査の監査項目についても、現在の公益法人会計基準に合わせた監査要点や監査手続を明示する必要が
あり、監査手法についても内部統制の評価を前提として、監査リスクアプローチに基づいた専門性の高い監査を目指す
よう要望する。

令和元年度より、監事を2名設置し、業務監査
を行政経験者、財務監査を公認会計士により行
う。また、期中監査及び決算監査について複数
日監査日を設け、監事両名における会計監査、
業務監査を執り行う予定である。
監査項目についても、公認会計士により公益法
人会計基準に合わせた内容に見直しており、専
門性の高い監査が実施できる体制となってい
る。

左記のとおり措置済み。

123 223 クリーン推進課
職員課

意見 市会計管理者が現在、清美公社等の監事に就任していることについては、地方公務員法上の職務専念義務との法的
な関係に疑念を生じさせるような運用に対して適切な対応を行うよう要望する。
その対応に際しては、会計管理者が有する会計検査権の専門知識及びノウハウが、公益法人の監事の2つの機能のう
ち、会計監査の機能の専門性（発生主義会計及び公益法人会計制度等に係る専門性）に十分に適合するのかどうかに
ついても検討することを要望する。

平成31年3月、市会計管理者が清美公社の監
事を辞任し、後任は市会計管理者ではなく公認
会計士等にした。(クリーン推進課）

公益法人の監事への就任については、公務とし
て認識していたところだが、その職責の重さや高
度な識見を要することを踏まえ、引き続き市会
計管理者を推薦することは困難であるとの認識
に至ったところである。なお、団体からの推薦依
頼もなかったため、平成31年4月より就任してい
ない。（職員課）

左記のとおり措置済み。

124 235 市民文化ホー
ル

意見 収納事務について委託業務の範囲を明確にすることにより、委託者と受託事業者双方の責任範囲を明確にするため、
十分に協議するよう要望する。
また、現金等の額を記載した引渡書を作成・保管することで、管理責任を事後的に立証できるような仕組みを検討する
よう要望する。

平成31年3月、収納事務の委託内容について
受託事業者と協議をおこない、令和元年度契
約における仕様書においては、その業務範囲を
詳細に記載した。
また、平成31年4月より毎日現金の額を記載し
た引渡書を作成し、保管している。

左記のとおり措置済み。

125 235 市民文化ホー
ル

意見 チケットの購入等については、市民の利便性の向上や自主事業の収益の向上のためにも、午後5時以降も購入等できる
ように現金の取り扱いを可能とする仕組みを構築するよう要望する。

監査時点と同じ。 施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、チケット
販売方法についても総合的に検討して
いく。

126 236 市民文化ホー
ル

指摘 市民文化ホール職員と受託事業者の社員との役割分担に関するマニュアル等を作成し、偽装請負の可能性を排除す
るためにも、両者の業務の明確化を図られたい。

平成31年4月、市職員と受託事業者の役割が
明確に記載されたマニュアルを作成し、両者で
共有した。

左記のとおり措置済み。

127 237 市民文化ホー
ル

意見 受付には、接遇等受付業務の専門性を有する社員を配置されるよう要望する。
現行の仕様書には、教育訓練（接遇を含む。）の実施が明記されているが、受付業務に配置される社員については、
ホールレセプショニストとしての研修受講を必須にするよう要望する。

受付には、接遇等受付業務の専門性を有する
社員が配置されていると認識している。
研修の受講については、令和元年度契約より受
付業務従事者１名以上のホールレセプショニスト
の研修の受講について委託業務の仕様書に明
記し、平成31年4月に研修を受講したことを確
認している。
また、研修受講後は研修内容を業務従事者間
で共有し、接遇の向上に努めている。

左記のとおり措置済み。

128 238 市民文化ホー
ル

指摘 「備品の価格別数量等」の表でも分かるとおり、楽器等の高額な重要物品と全体の4分の3を占める10万円以下の一般
の備品とは事務の効率性の観点からも、受託事業者に管理を任せる備品と市が厳格に管理すべき備品に区分して管
理することも許容されるものと考える。その前提として、備品の現物・機能管理とは別に台帳管理の一貫としての現物実
査・分類照合を受託事業者が行うことについて、委託業務の仕様書に明記されたい。

令和元年度契約より、委託業務の仕様書に備
品の現物実査・分類照合を受託事業者が行うよ
う明記した。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

129 238 市民文化ホー
ル

意見 備品整理票の貼付は、その備品が市の所有であることを明らかにし、備品台帳との照合を容易にし、紛失等を防止する
ためのものであるため原則として当該備品に備品整理票を貼付するよう要望する。そして、マイク等の貼付が困難な備
品については、単なる番号を当該備品に記載するだけではなく、市の所有物であることがわかる表示にすることを要望す
る。

備品には原則備品整理票を貼付しているが、マ
イク等の貼付が困難な備品については、現在表
示方法を検討中である。

備品整理票の貼付が困難な備品につい
て、令和元年度中に市の所有物である
ことがわかる表示を完了する。

130 239 市民文化ホー
ル

意見 休館の可能性がある現時点であっても、舞台等管理運営業務の委託契約案件について、長期継続契約の可能性を含
め、適切な契約期間とすることを要望する。

監査時点と同じ。 施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、業務委
託の契約期間についても、その中で総合
的に検討していく。

131 239 市民文化ホー
ル

意見 質の高い事業を実施できる事業者を選定するには、競争入札ではなくプロポーザル方式などの選考方法が適切と考え
る。当該業務の実施規模等の重要性も考慮すると、選考方法等を工夫することを要望する。

現在の体制では、限られた範囲での業務委託で
あることから、事業者の選定方法を変更すること
は難しいと考えている。

施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、業務委
託の契約期間についても、その中で総合
的に検討していく。

132 241 市民文化ホー
ル

指摘 ホール設備操作及び施設管理業務の委託に際して仕様書に記載した専門技術者の一部の要件が満たされていない
事例や再委託に関する許諾がなされていなかった事例が適時に発見され、是正されるためにも、仕様書を作成する際
に、真に必要な事項を精査するとともに、その仕様書のとおり履行されたかどうかに十分留意して確認を確実に行われた
い。

仕様書に記載のある、専門技術者の配置の不
足や再委託の許諾を行っていなかった事例につ
いては、直ちに受託事業者に指導し、平成31年
4月に資格者の配置を確認し、また再委託の許
諾を行った。
令和元年度契約の仕様書の作成に際しては、
見直しを図り、提出する名簿の内容や資格証の
写しの提出について実態に即した内容に修正し
た。
また、資格等について、仕様書のとおり履行され
たかどうか、書面により確認した。

左記のとおり措置済み。

133 241 市民文化ホー
ル

意見 現在受託事業者に求めている資格以外の資格は必要ないのか、ホール利用者等からも日常的に意見を聴取するなど
して仕様書の内容を常に更新するよう要望する。

監査時点と同じ。 貸館利用者からの声を得るため、令和
元年8月から施設利用後に利用者へア
ンケートを実施し、その結果を仕様書の
内容に反映していく。

134 242 市民文化ホー
ル

意見 市民文化ホールと受託事業者との情報共有や施設利用者サービスの向上に向けて、当該データベース化の必要性に
関して、広く他の団体におけるＩＴの活用状況を調査するとともに、データベース化の必要性について研究するよう要望す
る。

監査時点と同じ。 施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、その中で
データベース化の必要性についても総
合的に研究していく。

135 242 市民文化ホー
ル

意見 具体的なモニタリング項目や実施時期等を明確化したチェック表などを活用して、委託業務が契約書及び仕様書に
沿って確実に実施されていることを確認するよう要望する。

平成31年4月よりモニタリング項目を明確にし、
契約書仕様書に沿ったチェック表を用いて業務
の実施について確認を行っている。今後も、資
格等の欠如等の事例が発生しないよう継続して
実施していく。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

136 243 市民文化ホー
ル

意見 自主事業の企画等を行う際には、地元船橋を活動の舞台としている様々な文化芸術の分野別、年齢層別の芸術家等
から、事業企画のヒントになる情報等を取り入れ、様々な地元市民の各層の関心を集めることができる事業の企画を策
定する仕組みを再構築することを要望する。

監査時点と同じ。 地元で活動している芸術家等からどのよ
うな手法で情報を収集し、活用していくこ
とが、優れた事業企画の策定に繋げら
れるのか、方法について検討する。

137 243 市民文化ホー
ル

意見 受託事業者は舞台関係の施設・設備を運用する能力を有する人材等を配置しているため、自主事業の企画に参画し
意見を求める仕組みを構築することも要望する。

令和元年7月より令和2年度の事業案について
受託事業者と情報を共有すると共に、企画会議
への参加を求める等、意見を求めやすい環境づ
くりに努めている。

左記のとおり措置済み。

138 243 市民文化ホー
ル

意見 平成29年度は市民参加型の事業に力を入れたということであるが、今後においても鑑賞型の自主事業だけではなく、地
元の各階層のアーティストを巻き込んだ参加型、普及育成型の自主事業の企画・展開を行うよう要望する。

令和元年度については、子供に音楽の楽しさに
触れてもらう参加型コンサートを開催した他、クラ
シックの公演に地元合唱団やバレエ教室の生徒
が出演する企画等を実施予定であり、今後につ
いても、継続できるよう、計画していく。

左記のとおり措置済み。

139 244 市民文化ホー
ル

意見 平成29年度は「市制施行80周年」であり、特別な周年事業の実施年度であったが、今後においては、指針の規定に基
づき市民文化ホールの運営方針を具体的に策定し、その運営方針を踏まえ各事業を決定し実施することができるよう
要望する。運営方針があって初めて事業の実施や事業の評価、目標の達成度の測定などが可能になる。上記で示した
指針では、特に地方自治体が設置する劇場、音楽堂等については、運営方針を定める必要があるとしていることに十分
留意すべきである。

監査時点と同じ。 既存の運営方針を基盤とし、中長期計
画や主催事業と共催事業の実施方針
等具体的な内容について、必要に応じ
て加筆、訂正を加える方向で検討を行
う。

140 246 市民文化ホー
ル

意見 入場料の料金設定のルールを決める必要がある。その事業のフルコストに対してどの程度の割合を回収するかの目標
値を設定するよう要望する。

監査時点と同じ。 各事業ごとのフルコストの回収目標値の
設定について、入場料金については、演
目の分野、出演者の知名度等を考慮し
て定める必要があり、また、個々の公演
の入場者数を的確に見込む等して、フ
ルコストに対する入場料金による回収目
標値の適切な設定について検討してい
く。
事業のフルコストについては、令和２年度
の事業から、企画段階で職員人件費相
当額を加算した額を算出し把握する予
定である。

141 246 市民文化ホー
ル

意見 現在のチケット販売のルールの中でも改善を要するものとしては、市民文化ホールにおける夜間でのチケット販売を可能
にする仕組みを構築することを要望する。
また、インターネットからの購入等、チケット購入が可能である場所や予約したチケットの受取場所などを増やすことも要
望する。

監査時点と同じ。 施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、チケット
販売方法についても総合的に検討して
いく。

142 247 市民文化ホー
ル

意見 文化芸術ホール芸術アドバイザーの職務内容等から考えると、現行の選任方法等を見直し、非常勤の特別職職員を委
嘱する制度などを活用して、アドバイザーの身分を明確にする等の改善を行うことを要望する。

監査時点と同じ。 どのような選任方法がより適しているの
か、また、身分については、どのような取
り扱いが可能なのか、芸術アドバイザー
からの意見を聞く等して、令和2年3月頃
までに検討を行っていく。

143 247 市民文化ホー
ル

意見 文化芸術ホール芸術アドバイザーとより深い意見の交換を行うなど、更に深度のある企画提案を掘り起こす作業を行う
よう要望する。

監査時点と同じ。 アドバイザーは多岐多様な活動を行って
いるため、一堂に会すことはむずかしいと
考えるが、個々の意見を皆で共有し、意
見を交わせるような仕組みづくり等につ
いて芸術アドバイザーからの意見を聞く
等して、令和2年3月頃までに検討を
行っていく。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

144 248 市民文化ホー
ル

意見 公共ホールとしての市民文化ホールの更なる活性化のためにも自主事業や貸館業務における適切な評価基準を設定
するには、指針でも述べられている運営方針を市民文化ホールにおいてもより具体的に、「船橋市文化振興基本方針」
等との体系性を考慮しつつ、策定することを要望する。

監査時点と同じ。 既存の運営方針を基盤とし、中長期計
画や主催事業と共催事業の実施方針
等具体的な内容について、必要に応じ
て加筆、訂正を加える方向で検討を行
う。

145 250 市民文化ホー
ル

意見 現行の自主事業の収支の処理には、ルールの明確性からも、全体収支の一覧性からも改善の余地があるため、基金会
計において収支管理を一元化するか、または、一般会計と基金会計に分かれる自主事業の収支を管理会計的にひと
つの表に取りまとめるかなどして、自主事業の収支の一覧性を確保する手法を検討し、実行することを要望する。

平成31年4月より、事業の収支一覧表を作成
し、一般会計からの支出を含み記載し、自主事
業の収支の一覧性が確保できる状態となってい
る。

左記のとおり措置済み。

146 252 市民文化ホー
ル

意見 現在の財務会計は、現金主義ではあるが、事業を実施する際には職員人件費が重要なコストとして、把握されなければ
ならないことを市民文化ホールの市職員も適切に認識し、貸館業務のみならず、自主事業の企画・展開の際に策定す
る収支計画等に職員人件費を参入する際に、標準時間単価を使用するなどして、按分計算することにより、適正なフル
コストに近い事業コストを把握して、公的資金の投入の水準を常に意識した事業運営に努めるよう要望する。

監査時点と同じ。 令和2年度の事業から、企画段階で職
員人件費相当額を加算した額を算出す
ることでフルコストを把握し、公的資金の
投入の水準を常に意識した事業運営に
努めていく。

147 253 市民文化ホー
ル

意見 更なる助成金を獲得するためにも各種助成内容の研究や申請内容の工夫、採用事例の特徴等の研究を行うよう要望
する。

監査時点と同じ。 採用事例等について、各種補助金の要
綱を集める等して研究を行う。

148 253 市民文化ホー
ル

意見 事業によっては地元企業等、内外の協賛を得るなど、市民文化ホールが行う文化芸術事業の社会的使命や実施に当
たっての課題を協賛対象の企業等に対して積極的に説明等を行うことによって、法人からの寄附金も確保するなど、積
極的な協賛法人の獲得活動を組織的に行うよう要望する。

監査時点と同じ。 ホールの使命や課題を、どのような企業
等に対して説明することがより有効なの
か、手法や選択方法について、実績のあ
る他のホールから情報を得る等して、令
和2年3月までに研究を行う。

149 255 市民文化ホー
ル

意見 文化芸術ホール事業基金における共催事業の収支については、基金の受払簿に記帳されている総額が実態を忠実に
表すものであり、この総額ベースで計上するよう要望する。つまり、収入として入場券売上収入の金額を計上し、公演事
業費に払出額の金額を計上することで総額表示となり、会計取引の実態を忠実に表すこととなる。

監査時点と同じ。 文化芸術ホール事業基金の「定額の基
金の運用に関する調書」等の報告に係
る共催事業の収支表記の変更につい
て、令和2年3月を目途に関係部署と協
議していく。

150 256 市民文化ホー
ル

意見 専門的人材の育成に関する課題は、直営での公共ホール運営の宿命的課題であるが、市職員を専門的な研修機関や
他の音楽堂等へ派遣するなど、長期的な視点からの人材育成も考え、人事異動においても専門職的人事異動の枠等
を創設するなどの検討をするよう要望する。

監査時点と同じ。 人事所管部署と協議を行い、検討を行
う。

151 257 市民文化ホー
ル

意見 市としても天井等の地震に対する安全性を確保する必要があるとの認識があり、基本設計まで実施していること等を勘
案すると、改修年度を明らかにした計画を策定することを要望する。

監査時点と同じ。 改修年度を明らかにした計画が策定出
来るよう、そのために必要な実施計画に
係る予算措置等について、引続き要望し
ていく。

152 268 市民文化創造
館

意見 収納事務について委託業務の範囲を明確にすることにより、受託事業者と委託者である市双方の責任範囲を明確に
し、十分に協議し合意して明文化するよう要望する。　また、現金等の額を記載した引渡書を作成・保管することで、管
理責任を事後的に立証できるような仕組みを構築するよう要望する。

平成31年3月、収納事務の委託内容について
受託事業者と協議をおこない、令和元年度契
約における仕様書においては、その業務範囲を
詳細に記載した。
また、平成31年4月より毎日現金の額を記載し
た引渡書を作成し、保管している。

左記のとおり措置済み。

153 268 市民文化創造
館

指摘 市民文化創造館職員と受託事業者の社員との役割分担に関するマニュアル等を作成し、偽装請負の可能性を排除す
るためにも、両者の業務の明確化を図られたい。

平成31年4月、市職員と受託事業者の役割が
明確に記載されたマニュアルを作成し、両者で
共有した。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

154 268 市民文化創造
館

意見 受付には、接遇等受付業務の専門性を有する社員を配置されるよう要望する。
現行の仕様書には、教育訓練（接遇を含む。）の実施が明記されているが、受付業務に配置される社員については、
ホールレセプショニストとしての研修受講を必須にするよう要望する。

受付には、接遇等受付業務の専門性を有する
社員が配置されていると認識している。
研修の受講については、令和元年度契約より受
付業務従事者１名以上のホールレセプショニスト
の研修の受講について委託業務の仕様書に明
記し、平成31年4月に研修を受講したことを確
認している。
また、研修受講後は研修内容を業務従事者間
で共有し、接遇の向上に努めている。

左記のとおり措置済み。

155 271 市民文化創造
館

指摘 平成16年度に増設された空調設備2台について船橋市公有財産規則に基づき公有財産台帳のうち建物台帳に建物
（附属設備）として登録することにより、公有財産記録に係る適正な管理事務を実施されたい。

平成31年2月に公有財産台帳の建物台帳に建
物（付属設備）として記述した。

左記のとおり措置済み。

156 273 市民文化創造
館

意見 備品の所在場所を変更した場合には、備品台帳を修正し、現物と備品台帳を照合できるよう体制整備を行うことを要望
する。

令和元年度より、備品の現物調査、分類照合、
整理票の表示等について仕様書に明記し、委託
業務の中で実施することとした。
また、市においても定期的に現物と備品台帳を
照合し、遺漏が無いよう体制を整えている。

左記のとおり措置済み。

157 273 市民文化創造
館

指摘 舞台・照明・音響等に係る備品は日々品質・機能等の技術革新が進み陳腐化し、結果として今後活用される見込みが
ないものもある。安全性、スペースの有効活用の観点から、使用していない備品については網羅的に把握後、実態に合
わせて転活用もしくは適時に廃棄・処分する等適切に対処し、実態に合わせた台帳整備を行われたい。

令和元年度より、備品の現物調査、分類照合、
整理票の表示等について仕様書に明記し、委託
業務の中で実施することとし、その結果を基に使
用していない備品を把握し、その後は廃棄等に
ついて検討・実施するように改善を図った。

左記のとおり措置済み。

158 273 市民文化創造
館

指摘 備品整理票については現物に付すことを原則として、当該備品整理票を付すことができない備品については備品管理
台帳において所在場所の詳細についても記載するなど、効果的で効率的な現物照合が可能になるよう、現在の備品整
理票等での管理方法を見直されたい。

令和元年度より、備品の現物調査、分類照合、
整理票の表示等について仕様書に明記し、委託
業務の中で実施することとしている。備品整理票
を付すことができない備品については備品管理
台帳へ所在場所の詳細についても記載するもの
としており、効率的な現物照合ができる状態と
なっている。

左記のとおり措置済み。

159 274 市民文化創造
館

意見 備品台帳と現物の照合を行った結果について、備品の有無、状態、所在場所の変更等を記載した結果報告書を書面
にて残しておくよう、要望する。

令和元年度より、備品の現物調査、分類照合、
整理票の表示等について仕様書に明記し、委託
業務の中で実施することとしている。同仕様書に
おいて、備品を現物照合した結果については、
書面で報告することとしている。

左記のとおり措置済み。

160 274 市民文化創造
館

指摘 舞台・照明・音響等に係る備品について、物品の調査を委託業務に含めるのであれば、仕様書に明確な記載を行われ
たい。
その上で、委託者としての責任を果たすべく、受託事業者の現物照合に立ち会うことや受託事業者から実施結果につい
て文書による回答を入手することによって、市の財産である備品が適正に管理されていることを確認することが重要であ
る。

令和元年度より、備品の現物調査、分類照合、
整理票の表示等について仕様書に明記し、委託
業務の中でで実施することとしている。同仕様書
において、備品を現物照合した結果について
は、書面で報告することとしている。
現物照合の結果については、報告内容を確認
し、不明な点があれば再確認を行うことにより、
適正に管理されていることを確認している。

左記のとおり措置済み。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

161 275 市民文化創造
館

意見 受託者が専門的な知識や技能を有する者を育成・確保するためには一定期間を要することから、安定性にかける単年
度契約は見直すべきと考える。なお、一旦長期継続契約となってからの単年度契約への切り替えの要因は市民文化創
造館ではなく市民文化ホールにあり、市民文化創造館単独での契約も検討する必要があるものと考える。
したがって、コスト削減及び事務負担の軽減のために、また、受託者から長期的視野に基づいた安定したサービスを受
けるためにも、長期継続契約を再実施することを要望する。

監査時点と同じ。 施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、業務委
託の契約期間や市民文化創造館単独
での契約についても、その中で総合的に
検討していく。

162 275 市民文化創造
館

意見 質の高い事業を実施できる事業者を選定するには、競争入札ではなくプロポーザル方式などの選考方法が適切と考え
る。当該業務の実施規模等の重要性も考慮すると、選考方法等を工夫することを要望する。

現在の体制では、限られた範囲での業務委託で
あることから、事業者の選定方法を変更すること
は難しいと考えている。

施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、業務委
託の契約期間についても、その中で総合
的に検討していく。

163 277 市民文化創造
館

指摘 受付・舞台等管理運営業務に係る委託契約の目的が達成され、履行されることを、委託事業者として確認する管理責
任がある。業務の履行確認については、契約書・仕様書等に記載されている業務内容の履行状況をチェックするという
ことである。本件であれば、委託業務開始日において仕様書の記載に即した「業務従事者の名簿」を入手して、資格要
件を満たした業務従事者が配置されていることを確認するとともに、業務従事者の交代があった際にも同様の手続きを
行う必要がある。当該内容が履行されるまで、その実施状況の確認を継続的に実施されたい。

平成31年4月に委託業者から提出された業務
従事者選任届により、仕様書に記載された資格
を持った者が配置されているかについて確認し
た。今後も交代があった場合には、継続して確
認していく。

左記のとおり措置済み。

164 277 市民文化創造
館

意見 現在の受託事業者に求めている資格以外の資格は必要ないのか、ホール利用者等からも日常的に意見を聴取するな
どして仕様書の内容を常に更新するよう要望する。

監査時点と同じ。 令和元年8月から新たにアンケート用紙
を楽屋に設置し、貸館利用者からの声を
得、今後はその結果を仕様書の作成に
反映していく。

165 277 市民文化創造
館

意見 市民文化創造館と受託事業者との情報共有や施設利用者サービスの向上に向けて、当該データベース化の必要性に
関して、広く他の団体におけるＩＴの活用状況を調査するとともに、データベース化の必要性について研究するよう要望す
る。

監査時点と同じ。 施設の管理運営全体について、民間活
力の導入を検討しており、今後行うサウ
ンディング調査の結果を踏まえ、運営方
針を決定する予定であるため、その中で
データベース化の必要性についても総
合的に研究していく。

166 278 市民文化創造
館

意見 業務の履行確認については、マニュアルや履行確認票等を活用して、契約書及び仕様書に沿って確実かつ適正な水
準で履行されていることを確認するとともに、業務の実施過程で把握した課題について受託事業者と協議を行い、継続
的に必要な措置や業務改善を行っていくよう要望する。

平成31年4月よりモニタリング項目を明確にし、
契約書仕様書に沿ったチェック表を用いて業務
の実施について確認を行っている。

業務の実施過程で把握した課題につい
ては受託事業者と協議を行い改善に努
めていく。

167 278 市民文化創造
館

意見 以降の効果的・効率的な業務の実施のため、受託事業者と行った協議や業務改善については、それらの内容及びその
後の対応状況についても記録するよう要望する。

平成31年4月より、受託事業者との協議内容等
については、記録するよう改めた。

左記のとおり措置済み。

168 278 市民文化創造
館

意見 受託事業者が提供する舞台技術に係るサービスの質の向上のためにも、委託業務の仕様内容を具体化してその詳細
ごとに評価項目を設定し、受託事業者の提供するサービスの質が要求水準を満たしているかどうかについて、施設利用
者からのアンケート調査により必要な情報を入手し、その結果等を活用して、確認・検証することにより効果的な評価を
実施するよう要望する。

監査時点と同じ。 令和元年8月から新たにアンケート用紙
を楽屋に設置し、貸館利用者からの声を
得、今後はその結果を活用し委託事業
者のサービスの質について検証していく。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

169 280 市民文化創造
館

意見 有料公演及び無料公演のそれぞれについて、船橋市文化芸術ホール運営基本方針を基に、ジャンル別の実施割合や
受益者負担割合などの具体的な運営方針を明確にし、その運営方針を踏まえ各事業を決定・実施するよう要望する。

監査時点と同じ。 演目別の実施割合をどの程度の比率で
実施するべきか、また、料金設定は、ど
のように決定すべきか、無料公演は継続
すべきか等、変化するホールの社会的
役割を考慮しつつ、運営基本方針に掲
げた事業の適切な推進に係る指針の必
要性について検討する。

170 280 市民文化創造
館

意見 事業を効果的に企画するためには、事業ごとの具体的な目的や達成指針を設け、評価することが重要である。評価手
段のひとつとしてのアンケート調査の実施について、各企画の目的が達成されたかを測る実施項目について市民の要望
を吸い上げる手法などに見直すとともに、併せてクロス集計を行い、結果分析から事業の企画に活用することができるよ
うな仕組みを構築するよう要望する。
これに関連して、有料公演の告知のためのプレ公演として無料公演を企画した際には、追跡調査をすることで事業の告
知効果を評価することが可能になると考えられるが、この件について、告知公演を行った本公演でのアンケート項目に、
告知公演鑑賞の有無についての記入欄を創設したいとする回答を得ている。

監査時点と同じ。 どのようなアンケートなら市民の要望を的
確に把握でき、事業の企画に活用するこ
とが出来るのか、内容や仕組みづくりに
ついて令和2年3月を目途に検討を行
う。

171 281 市民文化創造
館

意見 将来の観客を育成するという観点から、潜在的なニーズや次代を担う世代のニーズを把握するため、施設を利用したこ
とのない市民へのアンケートを実施し新たな顧客の創造を図るよう要望する。

監査時点と同じ。 市民意識調査に設問を加える等、どのよ
うな方法が効果的なのか検討するととも
に、令和2年3月頃までに関係部署と協
議する。

172 281 市民文化創造
館

意見 開館当初から継続して実施している無料公演「ちょっとよりみちライブ」（原則月1回）は極めて特徴的な企画であると評
価できる。監査人も数回観客として拝聴したが、アンケートにあるとおり、恒例の方々がリピーターとして楽しんでいることが
分かる。この企画の趣旨を更に深めていくためには、仕事帰りの更に若い層にも顧客として参加していただくための斬新
な仕掛け（プロモーション手法の変更や飲食を伴う演奏企画等）を考案し実行することを要望する。

監査時点と同じ。 ちょっとよりみちライブでの実施に先立
ち、令和元年度の有料事業に於いて、
飲食の提供を取り入れた公演を実施し
た。今後その結果を分析し、課題を抽出
した上で、無料公演での導入の可否につ
いて判断していきたい。

173 281 市民文化創造
館

意見 現行の自主事業の収支の処理には、ルールの明確性からも、全体収支の一覧性からも改善の余地があるため、基金会
計において収支管理を一元化するか、または、一般会計と基金会計に分かれる自主事業の収支を管理会計的にひと
つの表に取りまとめるかなどして、自主事業の収支の一覧性を確保する手法を検討し、実行することを要望する。

平成31年4月より、事業の収支一覧表を作成
し、一般会計からの支出を含み記載し、自主事
業の収支の一覧性が確保できる状態となってい
る。

左記のとおり措置済み。

174 282 市民文化創造
館

意見 文化芸術ホール事業基金における共催事業の収支については、基金の受払簿に記帳されている総額が実態を忠実に
表すものであり、この総額ベースで計上するよう要望する。つまり、収入として入場券売上収入の金額を計上し、公演事
業費に払出額の金額を計上することで総額表示となり、会計取引の実態を忠実に表すこととなる。

監査時点と同じ。 文化芸術ホール事業基金の「定額の基
金の運用に関する調書」等の報告に係
る共催事業の収支表記の変更ついて、
関係部署と協議していく。なお、市民文
化創造館においては、共催事業は開催
していない。

175 282 市民文化創造
館

意見 専門的人材の育成に関する課題は、直営での公共ホール運営の宿命的課題であるが、市職員を専門的な研修機関や
他の音楽堂等へ派遣するなど、長期的な視点からの人材育成も考え、人事異動においても専門職的人事異動の枠等
を創設するなどの検討をするよう要望する。

監査時点と同じ。 人員配置に係るヒアリング等の機会を捉
え、提案したいと考えている。

176 285 市民文化創造
館

意見 貸館事業に係るフルコストを把握し、市が現在負担している費用を明確にした上で、公共性を加味して今後どの程度を
市がコスト負担するか、一方、どの程度を利用者の負担として、フルコストを回収すべきかを検討し、施設の使用料金を
見直すことが必要であると考える。そして、このような考え方のもとで算定された利用者負担額に対応して、使用料を見
直すことも市所管課として取り組まれるよう要望する。

監査時点と同じ。 使用料の見直しについては、船橋市行
財政改革推進会議からの意見書を受
け、改定に向けた料金設定をするための
算定資料の作成を令和元年7月に行っ
た。今後、この結果を踏まえ、全庁的な
考えのもと、改定についての具体的なス
ケジュールも含め検討を進めていく。



番号 頁 監査対象課 区分 報告書記載事項 現在の状況（令和元年7月１日現在） 今後の方針

177 285 市民文化創造
館

意見 使用料の見直しに寄与する施設利用者データを収集することも重要であり、公共ホールの施設利用者の立場に立った
施設運営のために、必要と考えられる項目を工夫した、様々な手法のアンケート調査を実施するよう要望する。

監査時点と同じ。 使用料の見直しについては、船橋市行
財政改革推進会議からの意見書を受
け、全庁的な考えのもと検討しているた
め、今後、検討の中で必要性が生じた場
合は対応する。

178 286 市民文化創造
館

意見 市民文化創造館の利便性や平土間式というホールの特徴を最大限発揮することで、更なる施設の利用促進が図られ
るものと考えられる。そのことから、ホール内の飲食行為について一律に禁止とするのではなく、ホールの利用方法や自
主事業等の新規企画の展開によっては、その可否を分けることや公演の内容・主催者側の意向等から公演ごとに決定
するなど、柔軟な取扱いに見直すよう要望する。

監査時点と同じ。 自主事業を実施する際、会場内で飲食
を提供することは、音や匂いが発生し、
それを許容しない観客も想定されること
からむずかしいと考えるが、貸館利用時
の平土間状態での飲食について、問題
点や課題を抽出し、取扱いについて研
究したい。


